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は
じ
め

一
九
七

0
年
代
の
後
半
以
降
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
規
制
緩
和
理
論
が

現
実
の
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
規
制
緩

和
理
論
は
、
当
初
は
、
主
と
し
て
経
済
学
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
な
理
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
七

0
年
代
の
後
半
に
な
る
と
、

議
会
や
政
策
担
当
者
に
も
影
響
を
広
げ
、
カ

l
タ
l
政
権
の
下
に
お
い

て
、
航
空
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
産
業
、
通
信
産
業
等
の
規
制
緩
和
を
実
現

(2) 

す
る
ま
で
に
な
っ
た
。

一
九
八
一
年
に
大
統
領
に
就
任
し
た
レ
ー
ガ
ン
は
、
規
制
緩
和
を
重

要
な
政
策
課
題
に
か
か
げ
た
。
そ
し
て
政
権
誕
生
後
た
だ
ち
に
、
規
制

緩
和
政
策
の
推
進
に
総
合
的
な
責
任
を
負
う
機
構
と
し
て
、
規
制
緩
和

大
統
領
特
別
対
策
本
部

p
g
E
g
E
}
吋
出
島
司

2
2
8
河
内
尚
三
白
'

Z
弓
閉
山
巾
巴
巾

T
乞
ホ
ワ
イ
ト
e

ハ
ウ
ス
に
設
置
し
た
。
ま
た
同
時
に
、
規

制
緩
和
特
別
対
策
本
部
の
下
で
、
具
体
的
に
規
制
緩
和
を
実
施
す
る
役

割
を
行
政
管
理
予
算
庁
。
呂
日
え
冨
自
由
官
ヨ

g門
自
己
∞

E
m
2

3
富
里
に
与
え
た
。
後
に
詳
し
く
の
べ
る
が
、

O
M
B
内
で
実
際
に
こ

の
役
割
を
担
当
す
る
の
は
、
情
報
・
規
制
部
。

E
2
0己
ロ
含
司
自
己
目
。
ロ

自
己
何
mm一口
Z
Zミ
〉
同
時
回
目

3
(
ο
同
岡
山
〉
)
で
あ
る
。

o
I
R
A
が
、
規
制

緩
和
特
別
対
策
本
部
の
事
務
局
を
兼
ね
、
新
規
制
規
則
の
審
査
と
と
も

に
、
す
で
に
存
在
す
る
現
行
規
則
の
見
直
し
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

北法36(4・88)1326

レ
ー
ガ
ン
政
権
が
規
制
緩
和
の
た
め
に
と
っ
た
措
置
は
三
つ
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
規
制
緩
和
の
た
め
必
要
な
法
律
改
正
を

準
備
・
推
進
す
る
こ
と
、
第
二
は
、
法
律
の
枠
内
で
行
政
措
置
を
用
い

て
規
制
緩
和
を
行
う
こ
と
、
第
三
は
、
以
上
を
確
保
す
る
た
め
、
規
制

緩
和
論
者
を
政
府
内
の
重
要
ポ
ス
ト
に
任
命
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
レ

ー
ガ
ン
政
権
が
、
こ
の
う
ち
で
特
に
重
視
し
た
の
は
、
第
二
の
行
政
措

置
を
用
い
て
規
制
緩
和
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
設
け
ら

れ
た
の
が
、
本
稿
で
紹
介
す
る

O
M
B
規
制
審
査
制
度
で
あ
る
。
こ
の

制
度
の
目
的
は
、
法
律
の
委
任
に
も
と
づ
き
制
定
さ
れ
る
規
制
規
則
を

緩
和
す
る
こ
と
で
あ
り
、
各
行
政
機
関
は
、
そ
の
規
制
を
費
用
便
益
的

に
合
理
的
な
も
の
と
す
る
義
務
を
負
い
、
か
っ
、
そ
の
活
動
に
つ
い
て

O
M
B
(実
際
に
は

O
I
R
A
)
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
。

O
M
B
審
査
制
に
よ
る
規
制
緩
和
の
効
果
は
大
き
か

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
今
日
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
法
律
に
よ
る
委

任
の
範
囲
は
広
く
、
法
律
の
枠
内
で
の
行
政
規
則
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、

規
制
緩
和
を
相
当
程
度
に
実
現
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
規

制
の
抑
制
・
改
正
は
、
法
律
の
改
正
と
異
な
り
議
会
の
同
意
が
必
要
で

な
く
、
行
政
部
の
方
針
に
も
と
づ
き
実
施
で
き
る
の
で
、
政
府
に
と
っ



て
は
、
そ
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
用
い
や
す
い
方
法
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
一
九
八
一
年
以
降
、
こ
の

O
M
B
審
査
制
を
活
用
し
て
レ
ー
ガ
ン
政

権
は
、
規
制
緩
和
の
方
向
に
効
果
的
に
規
則
の
緩
和
・
廃
止
を
行
っ
た
。

そ
の
影
響
は
大
き
く
、
そ
の
た
め
少
な
く
な
い
規
制
緩
和
措
置
が
、
こ

れ
に
反
対
す
る
人
々
に
よ
っ
て
裁
判
で
争
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
、

ア
メ
リ
カ
行
政
法
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
検
討
対
象
で
あ
る
。
さ
ら

レーガン政権と規制審査制度

に
ま
た
、
こ
う
し
た
個
別
裁
判
例
と
は
別
に
、

O
M
B
審
査
制
の
登
場

に
よ
っ
て
、
よ
り
理
論
的
な
問
題
の
検
討
も
必
要
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら

の
論
点
は
本
稿
で
深
く
検
討
し
な
い
が
、
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
行
政
機
関
に
対
す

る
大
統
額
の
指
揮
監
督
権
の
性
格
お
よ
び
範
囲
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

で
あ
る
。

O
M
B
審
査
制
に
お
い
て
、
大
統
領
は
、
各
行
政
機
関
が
行

政
規
則
を
制
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
規
則
を
費
用
便
益
的
に
合
理

的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
通
常
、
制
定
法
は
各

行
政
部
省
の
長
に
規
制
権
限
を
与
え
て
お
り
、
大
統
領
に
与
え
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
統
領
が
行
政
部
に
対
す
る
指
揮
監
督

権
に
も
と
づ
き
、
行
政
機
関
の
制
定
法
の
規
制
権
限
行
使
に
介
入
で
き

る
の
か
、
ま
た
、
介
入
で
き
る
と
し
て
も
そ
の
条
件
と
範
囲
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
、
が
問
題
と
な
っ
(
問
。
第
二
に
、
規
制
の
合
理
性
を
如
何

に
評
価
す
る
か
も
問
題
と
な
る
。
後
に
の
べ
る
よ
う
に

O
M
B
審
査
制

の
下
で
は
、
規
制
の
合
理
性
は
費
用
便
益
分
析
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、

そ
の
他
の
要
素
は
原
則
と
し
て
排
除
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
然
な

が
ら
、
規
制
の
目
標
を
効
率
の
み
に
お
く
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
批
判

を
ひ
き
起
し
だ
o

第
三
に
、

O
M
B審
査
制
は
、
規
制
を
ど
の
よ
う
に

評
価
・
管
理
し
う
る
か
と
い
う
行
政
管
理
的
な
観
点
か
ら
み
て
興
味
深

い
素
材
を
提
供
し
た
。

O
M
B
審
査
制
の
下
で
、
規
制
の
費
用
便
益
分

析
は
実
際
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
規
制
の
ご
冗

的
審
査
が
ど
の
よ
う
な
手
法
と
体
制
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
は
、
き
わ

め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
べ
た
理
論
的
問
題
を
念
頭
に
は
お
く
が
、
直
接
に

は、

O
M
B
審
査
制
の
手
続
・
機
能
・
体
制
の
全
体
像
を
紹
介
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
こ
う
し
た
紹
介
の
実
益
は
二
つ
あ
ろ
う
。
第
一
に
、

O
M
B
審
査
制
の
全
体
的
紹
介
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
重
要
な
制
度
に

関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
下
で
ど
の
よ
う
に
規
制

緩
和
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
に
と
も
な
い
ど
の
よ
う

な
論
点
が
提
示
さ
れ
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
、
こ
の
紹
介
は
役
立

つ
は
ず
で
あ
る
。
第
二
に
、

O
M
B審
査
制
の
検
討
は
、
特
に
、
レ
ー

ガ
ン
政
権
下
で
の
行
政
訴
訟
さ
ら
に
は
行
政
法
の
展
開
を
知
る
う
え
で
、

重
要
な
作
業
の
一
つ
で
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
レ
ー
ガ
ン
政

北法36(4・89)1327
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権
下
で
実
施
さ
れ
た
規
制
緩
和
措
置
は
、
数
多
く
訴
訟
で
争
わ
れ
て
い

(6) 
る
。
こ
う
し
た
規
制
緩
和
措
置
は
、

O
M
B審
査
制
の
産
物
で
あ
り
、

訴
訟
の
対
象
と
な
っ
た
規
制
緩
和
措
置
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た

の
か
、
そ
の
背
景
を
知
る
た
め
に
は
、

O
M
B審
査
制
の
検
討
が
必
要

で
あ
る
。

最
後
に
、
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
し
た
時
期
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
成

立
か
ら
一
九
八
四
年
の
八
月
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
は
レ
ー
ガ
ン
政
権
の

第
一
期
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
。
そ
の
後
の
変
化
は
検
討
の
対
象
と
は
さ
れ

て
お
ら
ず
、
ま
た
、
組
織
お
よ
び
政
府
ポ
ス
ト
を
占
め
る
人
々
の
氏
名

は
、
一
九
八
四
年
八
月
時
点
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)

本
稿
は
、
「
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
規
制
緩
和
制
度
|
|
規
制
緩
和
特
別
対

策
本
部
と

O
M
B審
査
制
l
l
f」
(
昭
和
六

O
年
二
月
)
と
題
し
て
ま
と
め

た
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
経
済
部
経
済
法
令
調
査
官
報
告
書
と
ほ
と
ん

ど
同
じ
内
容
で
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」
と
「
結
び
」
の
部
分
が
僅
か
に
変
更

さ
れ
て
い
る
。

(2)

最
近
の
文
献
で
は
、
戸
。

'
z
o
fぷ
N

一切

'
g・0
当

g
f
、H，F
巾一句。

-EE-

聞い円。ロ。
B
M
N
O
向
。
巾
『
巾
間
口
E
Z
Cコ
一
回
口
門
巾
吋
町
田
丹
の
「
。
己
目
】
由
一
口
同
町
巾
河
巾
畑
町
三
回
・

円
。
ミ
甲

c
s
g
(忌∞
ω)
が
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
知
る
の
に
便
利
で
あ
る
。

規
制
緩
和
に
つ
い
て
の
動
向
を
知
る
に
は
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
エ
ン
タ
ー
プ

ラ
イ
ズ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ

l
ト
が
隔
月
で
刊
行
し
て
い
る
河
内
問
己
巳
芯
ロ

と
い
う
雑
誌
が
よ
い
。
こ
の
雑
誌
は
本
稿
で
も
し
ば
し
ば
引
用
し
た
。

(
3
)

大
統
領
の
指
揮
監
督
権
は
、
憲
法
第
二
編
で
、
大
統
領
に
、
法
の
忠

実
な
執
行
を
確
保
す
る
義
務
お
よ
び
行
政
部
官
吏
を
罷
免
す
る
権
限
が
与

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
く
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、
こ
の
憲
法
条
項

に
よ
り
黙
示
的
に
規
制
審
査
権
を
導
き
う
る
と
い
う
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。

違
憲
論
は
、
宮
閉
山

g
g
Z吋
間
唾
∞
巾
可
。
ロ
仏
門
町
内
亡
吉
田

g
o『何一同巾
2
t志

向V
O
垣
内
門
・
同
》
司
巾
凹
同
色
白
ロ
己
白

-ncロ可
O
]
O
同
〉
岡
町
ロ
円
山
、
河
Z
一巾ヨ白}内{コ間口口門凶巾『

F
S
E同
一
〈
巾
。
互
角

HN-N由
ゲ

∞

C

F
向日門町
-
F
・閉山巾〈目

H
2
2
S
H
)・
し
か
し

O
M
B審
査
制
導
入
ま
で
の
議
論
で
す
で
に
合
憲
説
が
有
力
で
あ
り
、
ま

た
、
こ
う
し
た
統
制
が
必
要
だ
と
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
∞

E
R

匂

R
聞
広
巾
ロ
江
巳
旬
。
者
巾
司
同
ロ
仏
〉
仏
ヨ
E
Z可
え
z
m
河口
-mE印
r
E開ぜ

g

J

「
白
}
巾
円
』
品
目
日

(
3
3
)
参
照
。

(
4
)

む巾
F
0
3
間
・
ロ
巾
同
巾
ロ
門
出
口
問
わ
。
凶
ゲ
切
巾
ロ
丘
一
円
〉
ロ
巳
可
回
一
聞
い
河
巾
円
比
一
g

g

ω
Z〈
巾
口
問
色
自
白
2
・
閉
山
巾
間
口
E
Z
c
p
Z
R
-
/
〉同】

F

S
∞Y

白門

ω少

相内巾】同
H
M

印刷
f
(
U
0
2
・
図
。
口
広
芦
〉
口
氏
可

mw-R
〉
コ
開
門
F
R
色
。
江
巳
GEmr
閉山市宮
H
'

z
z
c
p
宮
口

/
F
σ
・・

3
2・
釦
同

ωω

一
同
巾
ロ
ロ
巾
弘
山
〉

(
U
0
2
・
∞
巾
君
津

〉
ロ
包
山
、
白
山
町
印
。
同
開
口
氏
己
巾
ヨ
巾
ロ
門
司
「
cσ]巾
自
由
い
〉
(
リ
ユ
Z
G
E
m
y
ω
ω
ω
g一P
F
.

岡山

2
・ω
∞叶
(
H
g
H
)
・
最
後
の
ケ
ネ
デ
ィ
の
論
文
が
、
費
用
便
益
分
析
へ
の
原

理
的
批
判
と
し
て
代
表
的
で
あ
る
。

(5)

法
律
家
と
異
な
り
、
経
済
学
者
、
政
策
科
学
者
、
政
策
担
当
者
の
大

部
分
は
、
規
制
を
何
ら
か
の
基
準
で
評
価
し
管
理
す
る
必
要
を
受
け
い
れ

る
の
で
、
こ
の
点
が
関
心
の
的
と
な
る
。
本
稿
で
引
用
す
る
文
献
、
政
府

文
書
は
、
主
に
そ
う
し
た
観
点
か
ら
作
成
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)

こ
れ
ら
の
判
例
を
分
析
し
た
論
文
は
数
多
い
が
、
包
括
的
な
検
討
を

北法36(4・90)1328



加
え
た
最
新
の
論
文
と
し
て
、
。
白
司
]
白
ロ
門
戸

u
q
a一己
E
Z
C
ロ白ロ円こロ門
zng-

閉
山
由
三
巾

t
F

沼
田
白
「
〈
-

F
・同
N
2・
印
。
印
(
戸
田
∞
印
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が
有
益
で
あ
る
。

lr 
規ガ
制ン
緩政
和権

自説
対制
策緩
本和
部t!
8電
M 反
B 
審
査
制
度

レーガン政権と規制審査制度

第
四

O
代
大
統
領
に
就
任
し
た
二
日
後
の
一
九
八
一
年
一
月
二
十
二

日
、
レ
ー
ガ
ン
は
、
規
制
緩
和
大
統
領
特
別
対
策
本
部
を
設
置
し
た
。

特
別
対
策
本
部
の
本
部
長
に
は
プ
ッ
シ
ュ
副
大
統
領
、
事
務
局
長
に
は

o
I
R
A
部
長
で
も
あ
る
ミ
ラ
|
(
現
在
は
連
邦
取
引
委
員
会
F
T
C

委
員
長
)
が
任
命
さ
札
だ
。

レ
ー
ガ
ン
は
、
特
別
対
策
本
部
の
任
務
と
し
て
い
く
つ
か
の
諸
事
項

を
定
め
た
。
①
行
政
部
省
の
重
要
な
規
制
規
則
の
導
入
に
あ
た
っ
て
そ

れ
が
合
理
的
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
、
②
す
で
に
存
在
す
る
現
行

規
制
規
則
の
見
直
し
と
緩
和
を
す
す
め
る
こ
と
、
③
規
制
を
担
当
す
る

各
行
政
機
関
の
人
事
に
つ
い
て
勧
告
を
行
う
こ
と
、
④
規
制
緩
和
の
た

め
に
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
場
合
、
大
統
領
令
、
行
政
機
関
の
と
り
う
る

措
置
、
立
法
に
関
し
て
な
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
、
が
そ
れ
で

あ
る
。こ
の
指
示
に
も
と
づ
き
、
ブ
ッ
シ
ュ
は
、
特
別
対
策
本
部
の
基
本
方

針
と
し
て
次
の

3
点
を
定
め
た
。
①
強
い
必
要
が
あ
る
場
合
に
の
み
、

新
し
い
連
邦
規
制
の
導
入
は
許
さ
れ
る
。
②
規
制
を
導
入
す
る
場
合
に

は
、
規
制
を
導
入
し
な
い
こ
と
を
含
む
選
択
肢
を
検
討
し
、
全
体
的
政

策
目
的
を
達
成
し
う
る
も
の
の
う
ち
で
、
社
会
的
負
担
の
最
も
小
さ
な

選
択
肢
と
な
る
選
択
肢
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
③
規
制
を
評
価
す
る
基

準
と
し
て
は
、
規
制
案
の
費
用
と
便
益
の
比
較
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
を
設
置
し
そ
の
基
本
方
針
を
明
ら
か
に
し

た
約
一
カ
月
後
の
二
月
十
七
日
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
は
、
大
統
領
令
一

二
二
九
一
号
を
公
布
し
た
。
大
統
領
令
は
、
規
制
緩
和
の
た
め
の
仕
組

み
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
特
に
重
要
な
点
と
し
て
、
各
行
政

機
関
の
規
則
を

O
M
B
が
審
査
す
る

O
M
B
規
制
審
査
制
度
を
導
入
し

た
。
こ
の
時
点
で
、
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
1
1
0
M
B審
査
を
軸

と
す
る
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
規
制
緩
和
制
度
が
整
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

主

3
G
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で
実
施
さ
れ
た
規
制
の
抑
制
お
よ
び
緩
和
の
活
動

は
、
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

北法36(4・91)1329

第
一
は
、
カ
|
タ

l
政
権
末
期
に
準
備
さ
れ
実
施
が
予
定
さ
れ
て
い

た
規
制
を
凍
結
し
、
こ
れ
を
見
直
し
、
修
正
、
撤
回
す
る
活
動
で
あ
る
。

こ
の
活
動
は
、
短
期
間
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
行
わ
れ
、
レ
ー
ガ
ン
政
権

が
規
制
緩
和
を
積
極
的
に
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
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え
る
う
え
で
成
功
し
た
。

第
二
は
、
新
た
に
導
入
さ
れ
る
規
制
を

O
M
B
の
規
制
審
査
を
通
じ

て
抑
制
す
る
活
動
で
あ
る
。

O
M
B審
査
は
、
行
政
機
関
が
導
入
を
試

み
る
規
制
の
量
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
質
を
改
善
す
る
こ
と
に

寄
与
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

第
三
は
、
す
で
に
存
在
す
る
規
制
の
見
直
し
を
す
す
め
、
そ
の
緩
和

を
実
施
す
る
活
動
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
現
行

規
制
の
緩
和
に
よ
っ
て
今
後
一

0
年

間

に

て

五

O
O億
ド
ル
の
社
会

的
費
用
が
節
約
さ
れ
る
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
三
年
八
月
十
一
日
、
設
置
後
二
年
八
カ
月
間
の
活
動
の
後
、

O
M
B
規
制
審
査
制
が
定
着
し
た
こ
と
、
現
行
規
制
の
見
直
し
作
業
が

ほ
ぼ
完
了
し
た
こ
と
、
主
要
な
任
務
が
規
制
緩
和
の
た
め
の
法
案
を
議

会
で
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
移
行
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
規
制
緩
和
特
別

対
策
本
部
は
解
散
し
た
。
解
散
後
、
ブ
ッ
シ
ュ
は
、
金
融
サ

l
ヴ
イ
ス

規
制
を
緩
和
す
る
立
法
案
を
作
成
す
る
た
め
の
金
融
サ

l
ヴ
イ
ス
規
制

特
別
対
策
グ
ル
ー
プ
ベ

g
r
の

g
z℃
。
ロ

m
a
c一
丘
一
。
ロ
ミ
ヨ

E
Z
E

ω巾
2
w
g
の
委
員
長
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
が

担
当
し
て
い
た
仕
事
は
、
随
時
関
係
閣
僚
で
組
織
さ
れ
る
閣
僚
会
議

わ白

σ吉
巾
足
。

En--∞
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
さ
札
問
。

O
M
B審
査
制

度
は
、
特
別
対
策
本
部
の
解
散
に
よ
っ
て
直
接
の
影
響
は
受
け
ず
、
そ

の
後
も
従
来
ど
お
り
の
役
割
を
果
し
つ
づ
け
て
い
る
。
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(
7
)

一
月
二
十
二
日
の
大
統
領
声
明
で
は
、
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
の

設
置
と
本
部
長
と
し
て
プ
ッ
シ
ュ
を
任
命
す
る
こ
と
の
み
が
発
表
さ
れ
、

特
別
対
策
本
部
の
構
成
、
任
務
の
詳
細
を
具
体
化
す
る
こ
と
は
、
プ
ッ
シ

ュ
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
詳
し
い
計
画
は
、
一
月
三
十
日
の

ブ
ッ
シ
ュ
副
大
統
領
声
明
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

特
別
対
策
本
部
の
構
成
員
は
、
リ
!
ガ
ン
(
財
務
長
官
)
、
ス
ミ
ス
(
司

法
長
官
)
、
ボ
ル
ド
リ
ッ
ジ
(
商
務
長
官
)
、
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
(
労
働
長
官
)
、

ス
ト
ッ
ク
マ
ン
(
行
政
管
理
予
算
庁
長
官
)
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
(
政
策
問
題

大
統
領
補
佐
官
)
、
ワ
ン
デ
ン
パ
ウ
ム
(
大
統
領
経
済
顧
問
)
で
あ
り
、
事

務
局
長
は
ミ
ラ
!
、
次
長
は
ウ
イ
リ
イ
ア
ム
ソ
ン
(
大
統
領
特
別
補
佐
官
)
、

法
務
官
は
グ
レ
イ
(
副
大
統
領
法
律
顧
問
)
で
あ
る
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2
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の
時
点
で
、
規
制
緩
和
活
動
の

成
果
に
つ
い
て
中
間
総
括
が
行
わ
れ
発
表
さ
れ
て
い
る
。
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同
州
市
岡
三
忠
『
可
河
巾

Z
え

〉

口

円

O
B
H】
-
S
F
B巾
ロ
門
印
仏
ロ
ユ
ロ
間
同
町
内
問
巾
国
岡
山
凶
ロ
〉

ι・

5z-a叫国
昨
日
C
ロ
(
〉
口
問
己
印
F

H
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二
、
規
制
審
査
制
度
の
性
格
と
沿
革

付

規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
と
O
M
B
の
規
制
審
査
制
度
は
、
規
制

を
導
入
す
る
こ
と
を
抑
制
す
る
こ
と
、
ま
た
、
既
存
規
制
を
緩
和
す

る
こ
と
を
め
ざ
し
た
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
制
度
は
、
規
制
緩

和
の
す
べ
て
の
分
野
を
カ
バ
ー
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

レーガン政権と規制審査制度

規
制
は
、
大
別
す
る
と
、
経
済
的
な
事
業
規
制
と
環
境
、
労
働
安

全
、
健
康
・
生
命
保
護
を
直
接
の
目
的
と
す
る
社
会
規
制
と
に
分
か

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
経
済
規
制
の
多
く
は
、
大
統
領
の
指
揮
命
令
を

受
け
な
い
独
立
規
制
委
員
会
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

通
信
・
放
送
は

F
C
C、
航
空
運
輸
は

C
A
B
、
陸
上
運
輸
は

I
C

C
が
権
限
を
も
っ
。
他
方
、
社
会
規
制
の
ほ
と
ん
ど
は
、
大
統
領
の

指
揮
命
令
権
が
及
ぶ
環
境
庁
、
労
働
省
、
厚
生
省
な
ど
の
行
政
機
関

が
担
当
し
て
い
る
。

規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
お
よ
び
O
M
B
の
審
査
権
限
は
、
大
統

領
の
指
揮
命
令
権
に
も
と
づ
く
た
め
、
法
律
上
、
独
立
規
制
委
員
会

の
規
制
に
対
し
て
は
及
ば
な
い
。
大
統
領
が
独
立
規
制
委
員
会
の
規

制
緩
和
に
影
響
を
与
え
る
た
め
に
は
、
行
政
委
員
会
に
対
す
る
人
事

権
を
行
使
し
て
、
規
制
緩
和
論
者
を
委
員
会
に
送
り
こ
む
か
、
あ
る

い
は
議
会
に
お
け
る
規
制
緩
和
立
法
の
成
立
を
支
援
す
る
か
、
二
つ

の
方
法
を
と
る
し
か
。
な
い
。
レ
ー
ガ
ン
は
、
人
事
権
を
行
使
し
、
規

制
緩
和
論
者
を
独
立
規
制
委
員
会
に
送
り
こ
む
こ
と
を
意
識
的
に
行

っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
独
立
委
員
会
が
実
施
し
た
規
制
緩
和
措
置

は
、
大
統
領
と
は
別
個
に
、
委
員
会
が
独
自
に
行
っ
た
も
の
で

b
d。

さ
て
こ
の
よ
う
に
、
法
的
に
大
統
領
の
権
限
に
限
界
が
あ
る
た
め
、

規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
と

O
M
B
規
制
審
査
制
度
が
緩
和
・
抑
制

の
対
象
と
し
た
諸
規
制
は
、
大
統
領
の
指
揮
命
令
権
の
及
ぶ
行
政
機

関
の
規
制
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
、
経
済
規
制
よ
り
も
社
会
規
制
が

中
心
と
な
っ
た
。

同
規
制
を
一
元
的
に
管
理
・
審
査
す
る
制
度
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の

下
で
始
め
て
確
立
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
制
度
は
全

く
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
規
制
を
抑
制
す

る
必
要
は
そ
れ
以
前
か
ら
認
識
さ
れ
て
お
り
、
似
た
試
み
が
以
前
の

政
権
の
下
で
も
行
わ
れ
て
き
た
。

原
形
と
い
う
べ
き
も
の
は
、
フ
ォ
ー
ド
政
権
の
下
で
導
入
さ
れ
た
。

一
九
七

0
年
代
に
な
っ
て
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
の
一
つ
と

し
て
、
政
府
の
規
制
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
経
済
活
動
に
負
担
を
も
た
ら
し

北法36(4・93)1331
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て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、

フ
ォ
ー
ド
大
統
領
は
、
一
九
七
四
年
、
行
政
機
関
が
行
政
規
則
を
定

め
る
場
合
、
「
イ
ン
フ
レ
影
響
評
価
宮
内
E
円宮口【
B
宮
え

ω
g
Z
5
2円

(
日
)

(ロω)」
を
実
施
す
る
よ
う
義
務
づ
け
た
。
こ
の
制
度
は
、
す
べ
て
の

行
政
機
関
(
独
立
行
政
委
員
会
を
除
く
)
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
拡

張
さ
れ
、
一
九
七
六
年
に
そ
の
名
称
が
「
経
済
影
響
評
価
開

g
S
S
R

-3白
2
ω
E
5
5三
巴
ω)」
と
改
め
ら
札
問
。

I
I
S
制
度
は
、

各
行
政
機
闘
が
重
大
な
規
則
を
制
定
す
る
場
合
、

I
I
S
を
作
成
し

そ
の
内
容
を
規
則
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
主
要
な
目
的

は
、
行
制
機
関
自
体
の
努
力
を
通
じ
て
規
制
を
抑
制
す
る
こ
と
に
置

か
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
と
同
時
に
、

I
I
S
の
要
旨
を

O
M
B
(実
質
的
に

O
M
B
か
ら
権
限
を
授
権
さ
れ
て
い
た
賃
金
価

格
審
議
会

h
c
E
忌

S
名
高
司
自
己
司
ユ

2
ω
E
σ
E
q

%
。
者
可

ω〕
)
に
提
出
す
る
こ
と
、

c
o
w
p
S
は
必
要
な
場
合
、

非
公
式
に
批
判
を
加
え
う
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
規
制
を

O
M
B
あ
る
い
は

C
O
W
P
S
が
審
査
す
る
制
度
と
は
ほ
ど
遠
い
も

の
で
あ
っ
た
。

I
I
S
制
度
の
成
果
は
、
非
常
に
乏
し
い
も
の
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

カ
ー
タ

l
政
権
は

I
I
S
制
度
の
改
善
・
充
実
を
は
か
っ
た
。

九
七
八
年
三
月
二
十
二
日
、
カ

l
タ
1

大
統
領
は
、
大
統
領
令
一
二

O
四
四
号
に
よ
り
、
「
規
制
分
析
河
巾
官

g
g弓
〉
口
弘
吉
町
田

(mE」

制
度
を
導
入
す
る
。
大
統
領
令
は
、
①
各
行
政
機
関
が
、
現
在
考
慮

中
の
規
制
規
則
に
つ
い
て
半
年
ご
と
に
、
計
画
表
を
公
示
す
べ
き
こ

と
、
②
規
制
の
合
理
性
を
評
価
す
る
基
準
と
し
て
は
「
許
容
で
き
る

選
択
肢
中
、
最
も
負
担
が
小
さ
い
も
の
」
が
と
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、

③
こ
の
た
め
、
一
億
ド
ル
以
上
の
経
済
影
響
を
と
も
な
う
重
大
な
規

則
に
つ
い
て
は
、

R
A
が
実
施
さ
れ
、

R
A
に
お
い
て
は
、
選
択
肢

の
費
用
効
果
が
分
析
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
。

R
A
は
I
I

S
に
較
べ
、
規
格
化
が
は
か
ら
れ
て
お
り
、
「
問
題
の
簡
潔
な
説
明
、

問
題
解
決
の
た
め
の
主
要
な
政
策
選
択
肢
の
記
述
、
各
選
択
肢
の
経

済
的
帰
結
の
分
析
、
何
故
特
定
の
選
択
肢
を
選
択
し
た
の
か
の
理
由
」

を
含
む
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

カ
1
タ
l
政
権
の
規
制
分
析
R
A
制
度
は
、
フ
ォ
ー
ド
政
権
下
の

I
I
S
制
度
よ
り
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
成
果
の
実

現
は
、
依
然
と
し
て
各
行
政
機
関
の
努
力
に
依
存
し
て
お
り
、
中
央

機
構
に
よ
る
審
査
制
度
を
欠
い
て
い
た
。
カ
1

タ
1

政
権
は
、
規
制

に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
と
機
関
と
し
て
、

O
M
B
、
c
o
w

p
S
の
他
に
規
制
審
査
グ
ル
ー
プ
河
巾
告
ME-E『
可
〉
ロ
包
百
一
印
刷
耐
巾
三
巾
当

。
g
c匂
(
閉
山
〉
列
。
)
を
設
仇
問
。

R
A
R
G
の
目
的
は
、

c
o
w
p
s

が
規
制
規
則
を
検
討
し
勧
告
す
る
一
般
的
機
関
で
あ
る
の
に
対
し
、
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各
行
政
機
関
に
ま
た
が
る
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
直
属
の
機
闘
を
設
置

し
、
特
に
重
大
な
規
則
を
こ
の
機
関
で
検
討
、
そ
の
改
善
を
勧
告
す

る
こ
と
に
お
か
れ
て
い
た
。

R
A
R
G
は
、
大
統
領
経
済
顧
問
を
委

員
長
と
し
、
国
務
・
国
防
両
者
を
除
く
政
府
機
関
の
上
級
官
僚
と

O

M
B
、
環
境
省
、
科
学
技
術
に
関
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
部
局
の
上

級
官
僚
に
よ
っ
て
構
成
さ
札
問
。

R
A
R
G
は
、
当
初
、
年
一

O
l

一一

O
の
規
則
を
検
討
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は

カ
l
タ

l
政
権
の
最
後
ま
で
の
一
八
カ
月
間
で
僅
か
八
つ
の
規
則
を

検
討
す
る
の
に
と
ど
ま
り
、
十
分
な
成
果
を
あ
げ
な
か
っ
た
。
な
お

カ
l
タ
1
政
権
は
、
以
上
の
勧
告
機
関
の
他
、
一
九
七
九
年
に
規
制

審
議
会
児
認
己
主
。
弓
ゎ
。
己
ロ
門
戸
を
設
置
し
て
い
る
。
審
議
会
は
、
各

行
政
機
関
が
計
画
中
の
規
制
の
全
体
像
の
把
握
を
は
か
り
、
相
互
調

整
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
環
境
庁
長
官
コ
ス
ト
ル
を
委
員

レーガン政権と規制審査制度

一
八
の
政
府
機
関
と
一
八
の
独
立
行
政
委
員
会
の
代
表
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。

カ
l
タ
l
政
権
は
、
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
規
制
シ
ス
テ
ム
を
整

理
し
、
い
っ
そ
う
費
用
効
果
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

レ
ー
ガ
ン
政
権
の
規
制
審
査
制
度
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
努
力
を
継

受
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
両
者
の
聞
に
は
次
の
よ
う

な
基
本
的
違
い
が
あ
り
、
こ
の
点
が
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
規
制
審
査

長
と
し

制
度
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

第
一
は
、
社
会
規
制
一
般
に
対
す
る
評
価
の
違
い
で
あ
る
。
カ
ー

タ
1

政
権
は
、
経
済
規
制
の
領
域
で
は
規
制
緩
和
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
、
航
空
産
業
規
制
を
は
じ
め
と
し
、
規
制
緩
和
を
強
力
に
推
進

し
た
が
、
消
費
者
、
労
働
者
、
環
境
保
護
な
ど
を
目
的
と
す
る
社
会

規
制
に
つ
い
て
は
、
強
い
規
制
緩
和
の
立
場
を
と
ら
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
社
会
規
制
に
関
し
て
は
規
制
を
導
入
し
、
ま
た
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

省
、
教
育
省
な
ど
を
新
た
に
設
置
し
た
。
こ
れ
に
対
し
レ
ー
ガ
ン
政

権
は
、
社
会
規
制
が
不
合
理
な
社
会
的
負
担
に
も
た
ら
し
て
お
り
、

と
り
わ
け
経
済
的
生
産
活
動
を
阻
害
し
て
い
る
と
い
う
立
場
に
た
ち
、

社
会
規
制
も
含
め
た
規
制
緩
和
を
主
張
し
た
。

第
二
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
規
制
の
評
価
基
準
と
し
て
費
用
便

益
分
析
を
ど
れ
だ
け
強
く
用
い
る
か
に
つ
い
て
も
両
者
は
異
な
る
。

カ
1

タ
l
政
権
下
の

R
A
は
、
緩
か
な
形
で
規
制
の
費
用
効
果
分
析

が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
が
、
費
用
便
益
分
析
を
単
一
の

規
制
評
価
基
準
と
は
し
て
い
な
い
。
規
制
の
そ
の
他
の
側
面
を
尊
重

し
、
極
度
な
不
合
理
を
是
正
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
た
と

い
ん
問
。
こ
れ
に
対
し
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
法
律
が
別
の
目
的
を
の
べ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
費
用
便
益
分
析
を
基
本
的
に
は
単
一
の
規
制

評
価
基
準
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
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第
三
は
、
規
制
緩
和
を
実
施
す
る
た
め
の
制
度
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で

あ
る
。
ヵ

l
タ
1

政
権
は
、
各
行
政
機
関
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
基

本
的
に
は
行
政
機
関
の
努
力
を
通
じ
て
規
制
の
合
理
化
を
は
か
ろ
う

と
し
た
。
規
制
に
関
す
る
中
央
審
査
機
構
は
お
か
れ
ず
、
勧
告
と
い

(
お
)

う
手
法
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、
各
行

政
機
関
の
抵
抗
を
排
除
し
規
制
緩
和
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
各
行

政
機
関
と
は
独
立
し
た
規
制
審
査
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
を
と
っ
た
。

国

レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、
ヵ

l
タ
l
政
権
下
の
規
制
緩
和
制
度
が
十
分

に
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
認
識
に
た
ち
、
こ
れ
ら
を
廃
止
し
新
た

に
O
M
B
規
制
審
査
制
度
を
導
入
し
た
。
さ
し
あ
た
り
、
こ
の
制
度

が
有
効
に
機
能
す
る
よ
う
に
払
わ
れ
た
考
慮
を
要
約
す
る
と
、
次
の

三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
各
行
政
機
関
の
重
要
ポ
ス
ト
に
、
行
政
機
関
の
ス
タ
ッ
フ
の
抵

抗
を
抑
制
し
規
制
緩
和
を
推
進
す
る
た
め
、
規
制
緩
和
派
に
属
す

る
人
々
が
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
際
、
経
済
規
制
関
係
の
ポ
ス
ト
、

ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
の
ポ
ス
ト
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
・

ハ
ウ
ス
の
規
制
緩
和
論
者
の
代
表
例
と
し
て
は
、
副
大
統
領
ブ
ッ

シ
ュ
、
大
統
領
経
済
顧
問
ワ
イ
デ
ン
パ
ウ
ム
(
後
任
の
フ
ェ
ル
ド

シ
ュ
タ
イ
ン
)
、
行
政
管
理
予
算
庁
長
官
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
、

o
I
R

(
お
)

A
部
長
ミ
ラ
ー
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

北法36(4・96)1334

② 

政
府
規
制
が
失
敗
し
や
す
い
と
い
う
強
い
推
定
を
と
り
、
規
制

を
評
価
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
厳
格
な
費
用
便
益
分
析
を
導
入

し(問。

③ 

規
制
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
中
央
統
制
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
立
場
を
と
り
、
規
制
案
を
審
査
す
る
た
め
の

O
M
B
審
査
制
度

を
確
立
し
た
。
同
時
に
、

O
M
B審
査
制
を
パ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
し
、

か
っ
、
規
制
緩
和
全
体
に
責
任
を
負
う
機
関
と
し
て
、
閣
僚
級
の

規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
が
設
け
ら
れ
た
。
カ

l
タ
1

政
権
下
の

R
A
R
G
や
規
制
審
議
会
が
、
各
行
政
機
関
の
利
益
調
整
お
よ
び

勧
告
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の

二
つ
の
機
関
は
、
統
制
的
性
格
が
強
く
、
そ
の
構
成
員
か
ら
行
政

{
叩
印
)

機
関
の
代
表
を
意
識
的
に
排
除
し
て
い
る
。

(
ロ
)
大
統
領
は
行
政
部
省
の
責
任
者
を
解
任
す
る
絶
対
的
な
権
限
を
有
す

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
大
統
領
の
政
策
上
の
見
解
に
一
致
す
る
よ
う

に
、
行
政
部
省
の
政
策
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ

て
い
る
。
宮
司
母
国
〈
-
C
E
Z仏
伊
良
g唱

N吋
N
C・
ω
日

N(SNE)。
こ
れ
に

対
し
独
立
行
政
委
員
会
の
委
員
は
、
法
定
の
解
任
事
由
以
外
の
理
由
で
大

統
領
が
解
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
出
ロ
ヨ
匂
F
5可
〆
何
百
円
三
ミ
〈

己ロ
E
a
ω
g
g少

N由
日

d
'
ω
g
N
2
8
3・
い
い
か
え
れ
ば
、
独
立
行
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政
委
員
会
に
対
し
て
大
統
領
の
指
揮
命
令
権
は
及
ば
な
い
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
法
的
見
解
を
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
も
前
提
と
し
て
お
り
、
大
統

領
令
は
独
立
委
員
会
に
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
独
立
行
政
委
員
会
に
対
す
る
大
統
領
の
影
響
力
は
見
か
け
よ

り
大
き
く
、
委
員
の
任
命
権
の
ほ
か
、
委
員
長
の
任
命
権
を
通
じ
て
、
自

己
の
政
策
に
一
致
す
る
日
人
々
が
委
員
会
の
主
流
に
な
る
よ
う
に
働
き
か
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
大
統
領
は
、
委
員
の
解
任
権
は
な
い
が
、
多
く
の
場

合
、
委
員
長
を
任
命
し
直
す
こ
と
は
随
時
可
能
で
あ
る
。

(
日
)
し
た
が
っ
て
、
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
の
行
う
、
規
制
緩
和
の
総

括
か
ら
は
、
独
立
行
政
委
員
会
の
も
の
は
除
か
れ
て
い
る
。

(
U
)

よ
り
厳
格
に
は
、
一
九
七
一
年
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
下
で
導
入
さ
れ
た

「
生
活
の
質
円
吉
田
口
々
丘
三
巾
」
審
査
が
出
発
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
環

境
、
消
費
者
、
生
命
・
健
康
に
関
係
す
る
規
則
に
限
っ
て
、
導
入
以
前
に

O
M
B
、
利
害
関
係
官
庁
間
で
の
調
整
を
行
う
こ
と
を
定
め
た
制
度
で
あ

る
。
あ
る
基
準
に
も
と
づ
く
規
制
の
審
査
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
行
政
部

内
の
見
解
調
整
に
比
重
が
置
か
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
。
〉
岡
市
宮
司
河
内
ν

間
己
目
l

zo口出・

ω門
白
ロ
色
白
『
己
的
白
ロ
仏
門
UC一
色
巾
ロ
ロ
巾
田
沼
市
一
「
同
州
出
口
一
口
問
円
。

HWロ〈{吋
O
ロ・

ヨ
g
s
-
C
E口
々
唱
。
。
ロ
2
5
q
司
g
z
a
z
p
。
門
口
ロ
円
嵐
広
O
E
-
白
E

HVZH】

-w
国
巾
白
}
吾
白
口
弘

ω即
時
開
門
凶
ご
冨
巾
5
0『白ロ向日ロ
B

g
国
内
自
己
。
向
。
巾
白

℃
白
ユ
ヨ
巾
ロ
仲
田
口
己
〉
悶
叩
ロ
巳
冊
目
時
5
5
の
g
『問巾司・

ω
n
y
z
-
R
W
U
-
5
2
2・

。
沼
切
(
。
R-
印・

5
ロ
)
・
門
戸
円
a
s
z
o
F
閉山白血
2
g
gミ
〉
口
同
}
可
曲
目
印

田
口
仏
』
CMtn{白
-
河
宮
、
{
巾
君
。
内
宮
内
Oコ
出
国
-
河
口
]
巾
唱
曲
r
E聞
記
J

へ
田
町
戸
・
』
・

申印品(]{双山
N
)
・

(
日
)
岡
山
岡
市
n

C
『己
2
・
2
C
H
H
-
∞
N
y
u
n
司・見
-NCω
合
唱
吋
印
)

(
日
山
)
何
回
巾
n
・

0
司己巾『

Z
o
己・由品川
Y

ω

(

リ.吋閉山・
H

由
】
(
同
市
当
寸
)

(
口
)
一
九
七
六
年
に

O
M
B
お
よ
び

C
O
W
P
S自
身
が
行
っ
た
評
価
に

お
い
て
、
「
非
常
に
僅
か
し
か

I
I
S
は
実
際
に
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま

た
、
実
施
し
て
い
る
行
政
機
関
も
少
数
で
あ
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
o

n
D
E
n
-一
g
巧
お
巾
白
口
弘
司
三
g

g
与四
-
s
h
W
O
E
S
え
ζ
吉
田
岡
巾
・

5
巾
ロ
丹
即
口
広
∞
ロ
品
開
巾
グ
〉
口
開
〈
国
Z
白
t
c
D
D同
任
問
円
ロ
白
丘
一
。
ロ

-
B匂白円円

ω
g
g
g巾ロ仲間
M
g問
E
戸
包
忍
合
唱
叶
由
)
・
ま
た
実
施
さ
れ
た

I
I
S
に

つ
い
て
も
、
「
選
択
肢
の
分
析
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
よ
り
重
要

な
こ
と
と
し
て
は
、
規
制
を
決
定
す
る
過
程
に
お
い
て
、
結
論
に
重
要
な

影
響
を
与
え
る
に
は
あ
ま
り
に
遅
い
段
階
で
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
」
と

の
評
価
が
あ
る
o
C・
ω
H
N
m
m
z
z
gミ

noZDn{ア
〉

ωロ
ヨ
巾
可
丘
、
『
巾
ロ

〉
管

R
5・
-
w
H
U
E
S
2
呈
片
町
田
川
巾
問
己
主
。
ミ
〉
ロ
回
一
三
田
一
〉
当
。
『
rE

-
ロ
間
句
者
叩
『
(
富
山
可
噌
同
申
∞
H
)

・

(
刊
日
)
同
WH巾円
-
Cコ凶巾司

Z
0・
HN・
2
hア

ω
。
-m，・閉山・

5
N
合唱叶∞)・

(
m
m
)

何回巾円・

0
司門ぽ『

Z
o
-
-
N・0
な
ゐ

ω(σ)(3・
ωゎ
・
司
何
回
門
同
日
品

(
幼
)
大
統
領
令
で
は
、
命
令
を
実
施
す
る
た
め
の
権
限
は

O
M
B
に
与
え

ら
れ
て
い
る
o
E・
明
日
・

ω
わ
匂

H
N
Z
N・
5
印
目
印
司
会
由
芯
)
・

O
M
B
は、

実
際
に
は
権
限
を
C
O
W
P
S
と
R
A
R
G
に
委
任
し
た
。

(幻

)
R
A
R
G
は
多
く
の
行
政
機
関
の
代
表
か
ら
構
成
さ
れ
た
が
、
な
か

で
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
の
は
、

c
o
w
p
Sと
大
統
領
経
済
顧
問
部

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
0
0内
宮
丘
町
・
吋
，

z
d弓
z
z
z
o
c
m
m
M
N
2町内垣

間半。悶吋回同
Hf
刃
包
間
三
丘
一
。
P

U
コ
・
¥
司
巾
V
・
5
g
-
国同

5
・

(明
ω
)
(
U
C口問『何回目
8
2白
-
C
C
2
A巾ユ
M¥田
明
巾
己
巾
円
曲
目
河
町
間
口
-
包
ぃ
。
吋
山
、
口
一
『
巾
n-

g
ミ・

5
8・∞
P
R
N吋
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
成
果
の
総
括
に
お
い
て
、

R

北法36(4・97)1335
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A
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
十
分
な
成
果
が
あ
が
っ
て
お
ら
ず
、
特
に
、
行
政
機
関

の
努
力
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
評
価
を

O
M
B
は
与
え
て
い
る
。
。
区
お

え
玄
白
ロ
白
岡
市
ヨ
巾
三
白
口
弘
∞
ロ
仏
間
2
・

-s胃
。
三
口
問
。
。
〈
巾
吋
ロ
ヨ

g同一月巾明
H
a

zz。
ロ
凹
・
〉
句
司
O
問
吋
巾
曲
師
河
巾
司
。
ュ
-
同
件
目
∞
(
同
坦
∞
C
}

(
お
)
カ
1

タ
l
政
権
は
、
経
済
規
制
の
緩
和
、
特
に
産
業
別
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
お
い
て
は
成
功
し
、
航
空
、
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
、
鉄
道
、
金
融
サ
!
ヴ

イ
ス
に
関
す
る
規
制
緩
和
に
成
果
を
あ
げ
た
。
社
会
規
制
に
つ
い
て
も
こ

れ
を
緩
和
し
費
用
効
率
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
試
み
一
部
は
成
功
し
た
。

た
と
え
ば
労
働
安
全
衛
生
局
庁
。
円

2
E円
g
E
-
ω
良
市
守
出
口
仏
国

S
E
M

〉己

5zzszoロ
(
。

ω出
〉
)
は
、
一

O
、
0
0
0余
り
の
規
則
の
う
ち
て

一
O
Oを
廃
止
し
た
。
し
か
し
全
体
と
し
て
は
社
会
規
制
は
、
カ

i
タ
1

政
権
下
で
増
大
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

(M)

カ
l
タ
l
政
権
下
で

R
A
R
G
の
委
員
長
を
勤
め
た
イ

l
ズ
は
、

R

A
R
G
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
規
制
審
査
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

「カ

l
タ
l
政
権
は
、
常
に
、
〔
大
統
領
令
〕
の
規
定
が
『
費
用
便
益
分
析
』

に
行
政
規
則
を
従
わ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
勤

め
て
強
調
し
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
行
政
機
関
が
、
便
益
と
費
用
を
確
認

す
る
こ
と
、
可
能
な
限
り
そ
れ
ら
を
数
量
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
費
用
効

果
的
な
解
決
策
を
と
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
せ
ず
に
そ
の
理
由
を
の
べ

る
こ
と
を
選
ぶ
の
か
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
規
則
案
が
費
用
効
果

的
で
な
い
こ
と
の
立
証
責
任
は
、
行
政
機
関
で
な
く
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス

の
側
が
負
っ
た
。
さ
ら
に
、
規
則
制
定
を
行
う
行
政
機
関
に
対
し
て
は
、

〔カ

l
タ
1
〕
政
権
が
新
し
い
実
体
的
基
準
を
課
そ
う
と
し
て
い
な
い
こ

と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
た
。
」
開
白
含
-
国
同
ヨ

gmH口
問
問
巾
間
口
}
丘
一
O
ロ・

空
間
三
丘
町
D
ロ
忌
ミ

¥
E
5・
5
2・
白
同
N
0
・

(
お
)
カ
!
タ
!
政
権
は
、
規
制
緩
和
の
努
力
を
監
督
す
る
機
能
を
、
す
で

に
の
べ
た
よ
う
に
、

O
M
B
、

c
o
w
p
s、
R
A
R
G
、
規
制
審
議
会

に
分
散
さ
せ
た
。
こ
れ
は
意
識
的
な
措
置
で
あ
っ
た
と
、
イ

l
ズ
は
説
明

し
て
い
る

o
E
え
さ
・
ま
た
、

R
A
R
G
お
よ
び
規
制
審
議
会
は
、

各
行
政
機
関
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

R
A

R
G
、
規
制
審
議
会
の
方
針
を
各
行
政
機
関
が
理
解
し
円
滑
に
方
針
を
実

施
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
措
置
で
あ
っ
た
が
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
人
々
は
、

各
行
政
機
関
が
既
得
権
を
主
張
す
る
場
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
否
定

的
に
評
価
し
て
い
る
。

(
お
)
そ
の
他
、
規
制
行
政
機
関
の
主
な
人
事
を
あ
げ
る
と
、
労
働
安
全
衛

生
庁
O
S
H
A長
官
ア
ウ
ク
タ

l
、
連
邦
道
路
運
送
安
全
庁

N
H
T
S
A

長
官
ぺ
ツ
ク
は
規
制
緩
和
論
者
で
あ
る
。
ま
た
、
独
立
行
政
委
員
会
に
つ

い
て
は
、

S
E
C委
員
長
シ
ェ
ッ
ド
が
お
り
、
シ
ェ
ッ
ド
の
下
で

S
E
C

は
証
券
取
引
に
関
す
る
情
報
開
示
義
務
を
簡
素
化
し
た
。

F
C
C委
員
長

に
任
命
さ
れ
た
フ
ォ
ウ
ラ
1

も
、
ラ
ジ
オ
放
送
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
規

制
を
撤
廃
し
た
こ
と
を
は
じ
め
、
積
極
的
に
規
制
緩
和
を
す
す
め
て
い
る
。

レ
ー
ガ
ン
人
事
の
失
敗
例
は
ふ
つ
う
二
つ
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、

前
環
境
庁
長
官
の
ゴ

1
サ
ッ
チ
(
結
婚
後
パ

1
フ
ォ
ー
ド
)
で
あ
り
、
環

境
規
制
の
緩
和
を
強
引
に
す
す
め
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
失
敗
を
追
求
さ

れ
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
た
。
も
う
一
人
は
、

I
C
C委
員
長
の
テ
イ
ラ
ー

で
あ
り
、
ト
ラ
ッ
ク
規
制
の
緩
和
に
消
僅
的
で
あ
る
と
の
批
判
を
浴
び
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
・
イ
ン
ス
テ
イ

テ
ユ
|
ト
が
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
一
年
目
の
規
制
緩
和
を
評
価
す
る
た
め
に
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行
っ
た
セ
ミ
ナ
ー
報
告
を
参
照
。
冨

coz-斗
S
ロ
8
0『同氏一。
P

同州巾間一

zz

z
c
p
Eロ・
¥
F
σ
3
5
s・
国
円
N

叶一
(
U司

EE---
吋

Z
H
Wロ
〈
町
。
ロ
'

B
S門
広
・
白
円
N
由

レ
ー
ガ
ン
政
権
に
お
け
る
規
制
緩
和
政
策
の
重
要
な
推
進
者
で
あ
っ
た

ワ
イ
デ
ン
パ
ウ
ム
(
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
最
初
の
経
済
顧
問
)
は
、
こ
の
点

を
重
視
し
た
こ
と
を
こ
う
の
べ
て
い
る
。
「
前
政
権
に
お
い
て
は
、
〔
規
制

導
入
を
〕
も
っ
ぱ
ら
志
向
す
る
行
政
機
関
の
責
任
者
と

R
A
R
G
の
審
査

官
と
の
問
に
相
当
な
衝
突
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
前
者
が
規
制
の
便

益
の
み
を
念
頭
に
置
い
た
の
に
対
し
、
後
者
は
、
当
然
な
が
ら
、
便
益
を

費
用
と
関
連
づ
け
た
か
ら
で
あ
る
。
本
政
権
で
は
、
そ
の
種
の
衝
突
は
少

な
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
行
わ
れ
た
人
事
で
実
施
さ
れ
て
い

る
。
行
政
機
関
の
指
導
者
達
が
、
〔
規
制
〕
手
続
の
最
も
費
用
効
果
的
な
方

法
を
探
究
し
、
規
制
の
負
担
を
最
小
に
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
す
べ
て

の
徴
候
が
あ
る
。
」
り
巾
足
尚
三
丘
一
o
ロ
国
ρ
一
〉
口
同
三
角
三
宮
〈
。
ロ
吾
明
日
ι
巾者

間

5
2包
括
。
三
角
三
予
垣
正

g
σ
E
5
2己
宮

口

-qE.
問
。
開

EEl

zop
富
民
n
E
¥
〉
宮
戸
回
申
告
・
ぇ

5
・

(
幻
)
カ

l
タ
!
の
場
合
と
の
対
比
に
つ
い
て
、
明
白
骨
・

2
胃
白
口
。
Z
N
P

回
同

N
0
.

(
符
)
費
用
便
益
分
析
を
規
制
評
価
の
基
準
と
し
た
こ
と
自
体
よ
り
も
、
規

制
の
審
査
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
が
ず
っ
と
重
要
で
あ
る
と
評
価
す
る
人
々

も
い
る
。
と
い
う
の
は
、
規
制
が
費
用
便
益
的
に
最
も
効
率
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
体
は
以
前
か
ら
そ
れ
な
り
に
自
明
で
あ
っ
た
の
に
、

規
制
が
緩
和
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
一
元
的
な
規
制
審
査
機
構
が
欠
け
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

ωn巳
戸
河
沼
ヨ

z
gミ
河
巾
〈
お
者
同
コ
己
冨
白
ロ
丘
町
冊
目

g?

閉山巾悶

czzcロ・]田口・
¥
F
7
5∞N
・
白
門
戸
N
C

二
、
大
統
領
令
一
二
二
九
一
号
と

O
M
B
審
査
制
度

大
統
領
令
一
二
二
九
一
号
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
規
制
緩
和
政
策
を

実
施
す
る
た
め
の
制
度
全
般
を
定
め
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中

心
的
な
規
定
は
、
規
制
緩
和
政
策
に
合
致
す
る
よ
う
に
、
新
し
い
規
制

と
既
存
の
規
制
を
審
査
す
る
手
続
・
制
度
を
確
立
す
る
部
分
で
あ
る
。

大
統
領
令
は
、
法
的
制
約
ゆ
え
に
独
立
行
政
委
員
会
に
効
力
は
及
ば

な
い
(
問
、
そ
の
他
の
行
政
機
関
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

① 

各
行
政
機
関
は
、
社
会
的
便
益
が
最
大
に
な
る
よ
う
に
規
制
目
標

を
選
択
す
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手

段
と
し
て
、
最
も
費
用
効
率
的
な
手
段
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

が
定
め
ら
れ
て
い
る

(
5
2
)
。

②
特
に
重
大
な
規
制
規
則
に
関
し
て
は
、
規
則
案
の
費
用
と
便
益
の

正
確
な
評
価
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
、
規
制
影
響
分
析
河
内
凶
宮

Z
Zミ

-
s
E
2〉
E
守
田
町
(
邑
〉
)
を
各
行
政
機
関
は
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

北法36(4・99)1337

な
い

(
5
3
)
。

③ 

大
統
領
令
の
実
施
を
監
督
す
る
任
務
と
実
施
の
た
め
の
諸
措
置
を
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と
る
権
限
を
、

O
M
B
長
官
に
与
え
る
。
た
だ
し

O
M
B
長
官
は
、

規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
の
指
揮
に
従
う
。
特
に
重
要
な
点
と
し
て

は、

O
M
B
は
、
各
行
政
機
関
の
規
則
(
す
べ
て
の
規
則
で
あ
り
、

(
剖
)

重
大
な
規
則
に
限
ら
れ
な
い
)
を
審
査
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た

(
5

3
、
6
)
。

④
既
存
の
規
制
を
緩
和
・
撤
廃
す
る
た
め
、
各
行
政
機
関
は
既
存
規

則
の
見
直
し
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
業
を
監
督
す

る
た
め
、

O
M
B
長
官
は
、
見
直
じ
が
必
要
な
既
存
規
則
を
指
定
す

る
こ
と
、
ま
た
見
直
し
の
た
め
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
設
定
す
る
こ
と

が
で
き
る

(
5
3
川)。

⑤
各
行
政
機
関
は
、
毎
年
十
月
と
四
月
の
二
回
、
制
定
を
考
慮
中
の

規
制
と
見
直
し
中
の
規
制
に
関
す
る
計
画
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

(
5
4
)
。
こ
れ
は
二
つ
の
目
的
の
た
め
で
あ
る
。
第
一
は
、

規
則
制
定
手
続
が
開
始
さ
れ
る
以
前
に
、
ど
の
よ
う
な
規
制
が
計
画

さ
れ
て
い
る
の
か
を
利
害
関
係
者
に
知
ら
せ
、
利
害
関
係
者
が
反
対

そ
の
他
の
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
第
二
は
、
行

政
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
計
画
し
て
い
る
規
制
の
全
体
像
を
早
め

に
知
る
こ
と
に
よ
り
、
規
制
相
互
の
重
複
、
矛
盾
な
ど
を
調
整
す
る

た
め
で
あ
る
。

な
お
大
統
領
令
六
条
の
制
的
は
、
関
連
行
政
機
関
と
協
議
し
、
規

制
緩
和
に
必
要
な
法
律
改
正
案
を
準
備
す
る
権
限
を

O
M
B
に
与
え

北法36(4・100)1338

て
い
る
。
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
は
、
大
統
領
令
公
布
と
同
時
に
、

法
律
改
正
を
検
討
す
る
た
め
に
、
関
連
行
政
機
関
か
ら
な
る
ワ
ー
キ

ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
を
組
織
す
る
旨
を
発
表
し
て
い
る
。

(
初
)
大
統
領
令
二
-
一
一
九
一
号

5
1仙
「
〔
本
令
に
お
い
て
〕
『
行
政
機
関
』

は
、
主

C
・
ω
'
P
8
0
N
〔H
C
〕
に
指
定
さ
れ
て
い
る
行
政
機
関
を
除
く
、

(
初
)
規
制
の
便
益
か
ら
費
用
を
差
し
引
い
た
純
便
益
が
最
大
と
な
る
よ
う

に
、
規
制
の
目
的
を
定
め
、
手
段
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
の
基
準
は
、
新
規
制
の
導
入
に
あ
た
っ
て
だ
け
で
な
く
、
既
存
の
規
制

の
見
直
し
お
よ
び
立
法
改
正
に
あ
た
っ
て
も
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
。
開
H
o
n
-
O
E
R
ロ
呂
Y

明

日

(
泊
)
規
制
審
査
権
に
付
随
し
て
、

R
I
A
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
な
規

則
の
要
件
、
規
則
の
「
重
大
」
性
を
具
体
的
に
規
定
す
る
権
限

(
5
6
判

川
、
間
)
、
費
用
便
益
分
析
の
手
法
を
具
体
化
す
る
権
限

(
5
6
例
附
)
が

与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
規
制
審
査
を
免
除
さ
れ
る
規
則
を
指
定
す

る
権
限

(
8
6
判
凶
)
、
重
複
し
て
い
る
規
制
の
調
整
を
命
ず
る
権
限

(
5

6
制
問
)
も

O
M
B
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

(
M
M
)

、吋

Y
巾
。
同
町
一
円
巾
。
同
同
町
巾
〈
一
円
巾
句
円
巾
聞
広
巾
ロ

y
m，
山
内
リ
円

ω
y巾
巾
円
一
同
岡
市

nz-

巴
〈
巾

C
邑
巾
『

S
H
N
m同
己
]
国
同

c
q
昌
吉
田
岡
2
5
E・

3
σ
-
H
N
S
2・
白

件

N
・



四、

O
M
B
規
制
審
査
一
手
続

レーガン政権と規制審査制度

各
行
政
機
関
の
規
制
を
O
M
B
が
審
査
す
る
制
度
を
導
入
し
た
こ
と

は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
っ
た
が
、
審
査
は
ど
の
よ
う

な
手
続
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

付
規
制
の
区
分
(
重
大
な
規
則
)
ア
メ
リ
カ
政
府
が
毎
年
制
定
す

る
規
則
(
独
立
行
政
委
員
会
の
規
則
は
除
く
)
は
三
、

0
0
0近
く

に
の
ぼ
出
。
こ
れ
だ
け
の
数
の
規
則
を
い
ち
い
ち
詳
し
く
審
査
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
実
際
に
は
規
制
規
則
は
、
二
一
つ

に
区
分
さ
れ
、
①
規
制
緩
和
的
規
則
お
よ
び
重
要
で
な
い
規
則
は
迅

速
に
承
認
す
る
、
②
重
大
な
規
則
は
慎
重
に
審
査
す
る
、
③
特
に
重

大
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
で
検
討
す
る
と

い
う
異
な
っ
た
取
扱
い
が
と
ら
れ
問
。
そ
し
て
こ
れ
を
制
度
化
す
る

た
め
、
規
制
規
則
は
重
大

5
2
2
な
規
則
と
重
大
で
な
い
も
の
に
区

別
さ
れ
、
前
者
の
み
に
つ
い
て

R
I
A
の
実
施
が
必
要
と
さ
れ
た
。

重
大
な
規
則
と
は
、
大
統
領
令
に
よ
れ
ば
、
一
年
間
に
一
億
ド
ル
以

上
の
経
済
的
影
響
を
与
え
る
も
の
、
生
産
費
用
、
製
品
価
格
の
顕
著

な
上
昇
を
も
た
ら
す
も
の
、
外
国
企
業
と
競
争
関
係
に
あ
る
ア
メ
リ

カ
企
業
の
生
産
活
動
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
、
と
定
義
さ
れ

て
い
る
(
大
統
領
令

5
1仰
)
。
当
初
、
重
大
な
規
則
は
一
年
に
約
一

五
O
と
予
想
さ
れ
て
い
た
。

日
目
審
査
手
続
ア
メ
リ
カ
で
は
行
政
機
関
が
規
則
を
制
定
す
る
場
合
、

規
則
案
を
公
示
し

(
N
P
R
M
と
略
す
る
)
、
利
害
関
係
者
に
文
書
に

よ
る
コ
メ
ン
ト
の
機
会
を
与
え
た
後
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
始
め
て
最

終
規
則
を
制
定
す
る

(
A
P
A
S五
五
三
)
。

O
M
B
の
規
制
審
査
は
、

N
P
R
M
と
最
終
規
則
の
両
方
に
対
し
て
公
示
前
に
行
わ
れ
る
。

N

P
R
M
に
関
し
て
は
、
重
大
な
規
則
の
場
合
は
公
示
の
六

O
目
前
、

重
大
で
な
い
規
則
の
場
合
は
一

O
目
前
に
、

R
I
A
(重
大
な
規
則

の
場
合
)
と
と
も
に

N
P
R
M
を
O
M
B
に
提
出
し
て
審
査
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
終
規
則
に
関
し
て
は
、
重
大
な
規
則
の
場

合
は
公
示
の
三

O
日
前
、
重
大
で
な
い
規
則
の
場
合
は
一

O
日
前
に
、

R
I
A
と
規
則
を
O
M
B
に
提
出
し
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
重
大
な
規
則
に
関
し
て
、

R
I
A
作
成
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
、
審
査
期
間
が
長
く
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
は
い
重

大
な
規
則
を
慎
重
に
検
討
す
る
期
間
を
与
え
る
た
め
で
あ
(
初
。
ま
た
、

N
P
R
M
に
対
す
る
審
査
予
定
期
間
が
、
最
終
規
則
の
場
合
よ
り
長

い
の
は
、
規
制
導
入
過
程
の
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
、
不
合
理
な
規

制
の
抑
制
・
修
正
を
は
か
る
こ
と
が
適
切
で
あ
り
、

N
P
R
M
の
審

査
が
最
終
規
則
の
審
査
よ
り
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
認
。

(
規
制
審
査
手
続
に
つ
い
て
は
図
1
を
参
照
。
)

北法36(4・101)1339 
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図l 大統領令12291と行政手続法553条の下での規則前j定過程

行

日

I

m

各

ω
と

は

、
る

M

て

で

す

R

い

し

布

P

っ

し
公

N

。
に
'

関
に
に
る
則
一

に
凶
報

B
す
盟

則
一
官

M
出
の
一
い

規
一
、

O
提
外
一
よ

な
一
は
、
を
以
一
で

大
一
関
に

A
れ
一
前

重
一
機
前

I
そ
一
以

政

以

R

日

盲
目

A

↓ 

行政機関は、NPRMの公布を、

重大な規則の場合は60目、そう

でない規則の場合は10日、ある

いはOMB審査が完了するまで、

延期しなければならない。

↓ 

2. NPRMの公布、この場合、

① A P A~553が要求するもの

のほか

②規則が重大か非重大のどち

らであるかという決定とその

理由

③重大規則に関する 1R 1 A 

の全文または要約が含まれる。

↓ 

3. NP  RMに対する文書による

コメントの受けつけ(期間はA

P A~553で特に定められていな

4 行政機関の最終決定

↓ 

5. 重主埋旦lに関して、各行政機
関は官報に公布する30日以前

にFRIAと規則をOMBに提

出する。

重大でない規則に関しては、 10

日前でよい。

↓ 

行政機関は、規則公布を、重大

規則の場合は30日、そうでない

場合は10日、あるいは、 OMB

審査の完了まで延期しなければ

ならない。

↓ 

6. 規則の公布。規則の目的と根

拠について簡潔な理由 (APA

~553) 、規則が重大である場合に

は、 FRIAまたはその閲覧方

法を明らかにせねばならない。

↓ 

7. 公布後30日以上後に規則は発

効 (~553)

① NPRMは、規則案の公布noticeof proposed rule makingの略。
1 R 1 Aは、第I次規制影響分析initialregulatory impact analysis、FRIA
は、最終規制影響分析finalregulatory impact anaysisの略。
APAは、行政手続法AdministrativeProcedure Artの略。
②図は、 AdministrativeConference of the United States， A Guide to Federal 
Agency Rulemaking 298 (1983)から作製。
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巨)

O
M
B
審
査
の
効
果

O
M
B
は
、
規
則
を
審
査
し
、
規
則
の
合

理
性
を
評
価
す
る
た
め
の
情
報
が
不
十
分
な
場
合
、
追
加
的
情
報
の

提
出
を
要
求
す
る
こ
と
、
ま
た
、
規
則
が
合
理
的
で
な
い
場
合
に
、

規
則
の
修
正
、
撤
回
を
勧
告
し
、
行
政
機
関
と
協
議
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

O
M
B
の
同
意
が
あ
る
ま
で
、
行
政
機
関
は
、

N
P
R
M
あ

る
い
は
最
終
規
則
の
公
示
を
延
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
大
統
領

令

5
3
ω
)
。

O
M
B
の
権
限
は
、
規
則
の
修
正
、
撤
回
を
行
政
機
関
に
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
は
強
く
な
く
、
た
だ
、
修
正
、
撤
回
を
求
め
行

政
機
関
と
協
議
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
協
議
が
整
わ
な
い

場
合
に
は
、
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
、
さ
ら
に
は
大
統
領
自
身
が

決
定
を
下
す
こ
と
が
仕
組
み
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
行
政

(
狗
)

機
関
が

O
M
B
の
勧
告
を
覆
す
こ
と
は
多
く
の
場
合
難
し
い
。
政
治

的
調
整
の
段
階
で
争
う
必
要
が
あ
る
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
を
除
い

て
、
行
政
機
関
は

O
M
B
の
勧
告
に
従
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

レーガン政権と規制審査制度

(お
)
O
M
B審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
独
立
行
政
委
員
会
の
規
則
則
を
含
め

る
と
、
一
年
間
の
規
則
数
は
こ
の
約
二
倍
で
あ
る
。

(
川
品

)
4
y
m
O
R
F
n
m
o同
同
町
叩
〈
庁
内
匂
吋
巾
田
正
叩
ロ

y
m
c
u門
出
口

O
R
ω
N
w
国
昨
日
・

(
お
)
重
大
な
規
則
を
具
体
的
に
ど
う
特
定
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

O
M

B
長
官
に
大
幅
な
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

O
M
B長
官
は
、
重
大
な

規
則
を
判
別
す
る
た
め
の
基
準
を
設
定
で
き
(
実
際
に
は
今
日
ま
で
設
定

し
て
い
な
い

)
(
5
3
似
て
ま
た
特
定
の
規
則
を
重
大
な
規
則
だ
と
指
定

で
き
る

(
8
6
例
印
)
。
実
務
で
は
、
あ
る
規
則
が
重
大
で
R
I
A
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
が

O
M
B
に

問
い
合
わ
せ
、
非
公
式
の
協
議
に
よ
っ
て
規
則
の
重
大
性
は
決
定
さ
れ
て

い
る
。
〉
己
ヨ
亘
弘
司
同
己
〈
巾
わ
O
口
町
巾
「
巾
ロ
円
巾
。
同
岳
巾

C
三
Z
己

ω
g
z
p
〉

の
E
E巾
同

o
p山
門
庁

S-
〉
同
町
ロ

nM可
河
口
一
巾
ヨ
白
骨
{
口
問
・
白
押
目
。
∞
(
巴
∞

ω)・

〈

m
m
)

、H
，y
m
O内
向
山
門
巾

O同
妥
巾
〈
{
円
巾
句
円
巾
回
一
円
ぽ
3
F
出
己
目
}
吋
釦
口
。
門
巾

ω
N
2
N目

(幻

)
A
P
A
の
下
で
規
則
制
定
に
は
最
低
三
カ
月
(
九

O
日
)
必
要
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

N
P
R
M作
成
に
三

O
目、

N
P
R
M
を
公
衆
が
閲

覧
し
コ
メ
ン
ト
す
る
期
間
に
三

O
目
、
コ
メ
ン
ト
を
考
慮
し
て
最
終
規
則

を
作
成
す
る
の
に
三

O
日
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。

O
M
B
審
査
制
の
導
入

に
よ
り
、
重
大
規
則
に
つ
い
て
は
、

N
P
R
M
の
審
査
に
六

O
目
、
最
終

規
則
の
審
査
に
一
ニ

O
日
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
さ
ら
に
九

O
日
が
必

要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

O
M
B審
査
手
続
期
間
を
含
め
る
と
、
重
大
規

則
の
制
定
に
は
最
低
六
カ
月
(
一
八

O
日
)
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

O
M
B審
査
は
遅
延
コ
ス
ト
を
他
方
で
と
も
な
う
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め

に
、
重
大
で
な
い
ほ
と
ん
ど
の
規
則
の
審
査
期
間
は
、

N
P
R
M
に一

O

臼
、
最
終
規
則
に
一

O
日
の
ニ

0
日
聞
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

(お
)
A
P
A
R
t
五
五
三
を
形
式
的
に
み
る
と
、
規
則
案
の
公
示
の
後
に
コ

メ
ン
ト
を
行
え
ば
、
行
政
機
関
が
こ
れ
を
考
慮
し
て
原
案
を
適
切
に
修
正

し
て
最
終
規
則
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
現
実
の
規

則
制
定
過
程
に
お
い
て
、
法
的
規
律
を
受
け
る
こ
の
段
階
は
最
終
段
階
に

あ
た
り
、
こ
の
段
階
で
の
大
幅
な
規
則
修
正
は
難
し
い
。
規
則
案
の
公
示

北法36(4・103)1341
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の
段
階
ま
で
に
、
行
政
機
関
は
必
要
な
情
報
を
収
集
し
評
価
を
終
え
て
お

り
、
再
度
、
規
則
案
を
根
本
的
に
考
慮
し
直
す
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
仮

に
大
幅
な
修
正
を
行
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
修
正
に
不
服
な
人
々
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
コ
メ
ン
ト
の
機
会
を
与
え
る
た

め
に
、
も
う
一
度
、
改
め
て
修
正
規
則
案
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
ま
た
な
に
よ
り
も
原
案
か
ら
大
幅
な
後
退
を
行
う
こ
と
は
、

行
政
機
関
へ
の
信
頼
を
弱
め
る
の
で
、
こ
の
政
治
的
コ
ス
ト
を
避
け
る
た

め
に
も
、
原
案
の
修
正
に
行
政
機
関
は
消
極
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
O

M
B審
査
制
は
、
規
則
案
が
公
示
さ
れ
る
以
前
に
、

O
M
B審
査
に
よ
る

規
則
お
よ
び
行
政
機
関
と
の
協
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。

(
ぬ
)
大
統
領
令

5
3例
仰
は
、
「

(
O
M
B〕
長
官
は
、
規
制
緩
和
特
別
対

策
本
部
の
指
示
の
下
に
、
本
令
の
下
で
生
ず
る
問
題
を
裁
決
あ
る
い
は
大

統
領
の
下
に
提
出
す
る
:
:
・
」
と
定
め
る
。

O
M
B
は
、
こ
の
規
定
の
下

で
、
大
統
領
は
行
政
機
関
に
規
則
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
、
ま
た
行
政
機

関
の
長
が
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
に
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
し
て

い
る
。
ロ
巾
月
恒
国
E
E
C
口
出
0
.
印

Z
U
「白コ
0
5
8・
白
門
広
・

五
、
情
報
・
規
制
部

O
I
R
A

ー

l
O
M
B
の
規
制
審
査
機
構

l

l

規
制
審
査
権
限
は
、
形
式
的
に
は

O
M
B
長
官
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
実
際
上
、
そ
の
権
限
は

O
M
B内
の

O
I
R
A
に
委
任
さ
れ
て

(
判
)

お
り
、
事
実
上
の

O
M
B審
査
の
責
任
者
は

O
I
R
A
部
長
で
あ
る
。

O
M
B
は
も
と
も
と
政
府
予
算
の
作
成
と
行
政
管
理
を
任
務
と
し
て

(
引
}

き
て
官
庁
で
あ
る
。
こ
の
主
要
な
二
つ
の
部
局
に
加
え
、
一
九
八

O
年

の
作
成
文
書
抑
制
法
句
者
貨
当

2
w
P
E
a
s
b
t、
行
政
機
闘

が
規
制
の
た
め
、
私
人
に
申
請
お
よ
び
記
録
作
成
義
務
を
課
す
こ
と
を

抑
制
す
る
業
務
を

O
M
B
に
与
え
た
。

o
I
R
A
は
こ
の
任
務
を
果
す

た
め
に
設
置
さ
れ
た
部
局
で
あ
る
。

O
M
B審
査
制
が
導
入
さ
れ
る
と

と
も
に
、
拡
充
さ
れ
、
約
九

O
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
部
局
と
な
っ
(
問
。

〔図
2
参
照
〕

付

O
I
R
A
の
内
部
侃
耐

0
I
R
A
は
、
情
報
・
規
制
管
理
課

F'

問
。
コ
同
】
阻
止
。
ロ
白

E
H
N
m
w
m
z
E件
。
門
司
宮
山
口
同
m
S
H巾
口
同
盟
三
回
目
。
ロ
と
規
制

統
計
分
析
課

HN巾関口
Ejg弓
同
昆

ω
S丘
団
江
口
包
〉
ロ
回
目
3
2
0
2回目。ロ

の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
が

O
M
B審
査
を
担
当
す
る

部
円
で
あ
る
。
後
者
は
、
規
制
係
河
内
山
間
三
国
件
。
弓
∞

3
5
Y
と
統
計
係

留
丘
一
色
門
的
∞
g
p
n
F
に
分
か
れ
、
技
術
的
分
析
を
担
当
し
前
者
を
援

助
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
係
は
、
約
一

O
名
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

実
際
に

O
M
B審
査
を
担
当
す
る
前
者
は
約
六

O
名
の
人
員
で
構

成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
行
政
機
関
の
規

制
審
査
を
担
当
す
る
よ
う
に
職
務
配
分
が
な
さ
れ
て
お
り
、
デ
ス
ク
・

オ
フ
ィ
サ

i
と
呼
ば
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
各
政
府
行
政
機
関
は
、

特
定
の
一
人
の
デ
ス
ク
・
オ
フ
ィ
サ
ー
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
る
こ
と

北法36(4・104)1342
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OIRA内部組織図3.

約10名約10名約15~20名約20名約15~20名

に
な
る
。
情
報
・
規
制
管
理
課
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
機
関
の
主
要

な
機
能
に
対
応
し
イ
、
情
報
、
規
制
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
三
つ
の
係

に
分
か
れ
、
各
デ
ス
ク
・
オ
フ
ィ
サ
ー
は
そ
の
ど
れ
か
に
所
属
す
る
。

し
か
し
各
係
の
分
類
は
む
し
ろ
便
宜
的
で
、
ど
の
係
に
所
属
し
て
い

る
か
に
関
係
な
く
、
一
人
の
デ
ス
ク
・
オ
フ
ィ
サ
ー
が
一
つ
の
行
政

機
関
の
規
制
審
査
を
担
当
す
る
。
〔
図

3
を
参
照
〕

口

0
I
R
A
の
機
能

O
M
B審
査
が
実
際
ど
の
よ
う
に
機
能
し
う

る
か
を
理
解
す
る
に
は
、

o
I
R
A
の
機
能
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

O
M
B審
査
制
の
下
で
、

o
I
R
A
は
年
間
一
二
、

0
0
0近
い
す

べ
て
の
規
則
(
う
ち
重
大
な
規
則
は
当
初
年
一
五

O
予
定
)
を
九

O

人
で
審
査
す
る
。
し
か
も
そ
の
審
査
は
、
軽
微
で
問
題
の
少
な
い
規

則
は
迅
速
に
、
重
要
な
規
則
は
慎
重
に
十
分
な
審
査
を
行
う
べ
き
も

の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
人
員
か
ら
み
て
過
大
な
仕
事
量
に
み
え
る
。

o
I
R
A
は
ど
の
よ
う
に
仕
事
を
処
理
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

規
則
審
査
処
理
の
た
め
に
、

o
I
R
A
が
と
っ
て
い
る
体
制
は
、

行
政
機
関
ご
と
の
担
当
デ
ス
ク
・
オ
フ
ィ
サ

1
制
を
と
る
こ
と
、
お

よ
び
こ
の
デ
ス
ク
・
オ
フ
ィ
サ

l
と
被
担
当
行
政
機
関
と
の
聞
で
日

常
的
接
触
・
調
整
を
行
う
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
担
当
デ
ス
ク
・
オ

プ
イ
サ

1
制
は
、
デ
ス
ク
・
オ
フ
イ
サ
!
が
被
担
当
行
政
機
関
の
規

制
活
動
に
関
す
る
知
識
を
蓄
積
し
、
継
続
的
に
規
制
審
査
を
行
う
こ

北法36(4・106)1344



と
を
可
能
に
す
る
。
他
方
、
日
常
的
な
接
触
・
調
整
は
、
規
則
案
が

固
ま
る
以
前
の
段
階
で
、

o
I
R
A
と
行
政
機
関
と
の
問
で
調
整
が

行
わ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
公
式
の
規
則
審
査
が
円
滑
に
機
能
す

る
こ
と
を
た
す
け
る
。

O
M
B審
査
制
の
下
で
、
こ
の
よ
う
な
調
整

が
行
わ
れ
る
こ
と
は
奨
励
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
実
際
、
頻
繁
に
行
わ

(
必
)

れ
て
い
る
。

レーガン政権と規制審査制度

O
M
B
審
査
制
に
お
い
て
、

O
M
B
と
各
行
政
機
関
の
調
整
は
、

こ
の
よ
う
に
、
ま
ず

O
I
R
A
の
デ
ス
ク
・
オ
フ
ィ
サ
!
の
活
動
に

依
存
す
る
。
デ
ス
ク
・
オ
フ
ィ
サ
!
と
各
行
政
機
関
と
の
間
で
調
整

が
つ
か
な
い
場
合
は
、

o
I
R
A
の
上
級
官
僚
と
各
行
政
機
関
の
対

応
す
る
人
々
と
の
聞
で
調
整
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
は
規
制
緩
和
特
別

対
策
本
部
、
大
統
領
が
調
整
・
決
定
す
る
途
が
聞
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
他
、
非
公
式
で
あ
る
が
、
他
の
二
つ
の
手
段
の
存
在

が
、
調
整
に
あ
た
っ
て

O
I
R
A
に
有
利
に
働
く
。

第
一
は
、

o
I
R
A
が
O
M
B
内
の
部
局
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

O
M
B内
で

O
I
R
A
の
デ
ス
ク
・
オ
フ
ィ
サ
!
と
予
算
局
の
デ
ス

ク
・
オ
フ
ィ
サ
!
と
は
連
絡
を
と
っ
て
お
り
、
望
ま
し
く
な
い
規
制

は
予
算
配
分
上
不
利
に
取
り
扱
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
に
、

0
I
R
A
は
、
規
制
審
査
権
を
有
す
る
他
、
作
成
文
書

抑
制
法
に
も
と
づ
く
権
限
を
行
使
す
る
。
作
成
文
書
抑
制
法
は
、
政

府
機
関
が
規
制
実
施
の
た
め
に
、
様
々
な
申
請
書
、
記
録
の
作
成
を

私
人
に
義
務
づ
け
、
こ
の
た
め
文
書
作
成
の
負
担
が
膨
大
に
な
っ
た

の
で
、
政
府
に
よ
る
文
書
作
成
義
務
賦
課
を
抑
制
す
る
た
め
に
制
定

さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。

政
府
機
関
は
、
同
法
の
下
で
、
文
書
作
成
義
務
賦
課
を
と
も
な
う

規
制
を
導
入
す
る
場
合
、

O
M
B
(実
際
は

O
I
R
A
に
授
権
)
の

同
意
を
得
ね
ば
な
ら
ず
、
も
し
こ
の
同
意
が
な
い
場
合
に
は
、
文
書

(
幻
)

を
作
成
し
な
く
と
も
私
人
は
不
利
に
扱
わ
れ
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
規

制
は
、
そ
の
実
施
の
た
め
に
文
書
・
記
録
の
作
成
を
私
人
に
命
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

O
M
B
の
同
意
が
な
く
て
は
、
規
制
の
導

入
は
不
可
能
で
あ
る
。

o
I
R
A
は
、
作
成
文
書
抑
制
法
上
の
同
意

権
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
機
関
の
歩
み
寄
り
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

(ω)
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
に
お
げ
る
最
初
の

O
I
R
A
部
長
は
ミ
ラ
l
、
ミ

ラ
ー
が
F
T
C委
員
長
と
な
っ
た
後
は
ド
・
ム
l
ス
、
一
九
八
四
年
七
月

か
ら
は
ダ
グ
ラ
ス
・
ギ
ン
ズ
バ
1

グ
で
あ
る
。

(引

)
O
M
B
は
、
予
算
部
門
、
行
政
管
理
部
門
(
法
令
審
査
も
行
う
)
の

二
つ
の
主
要
部
門
の
他
、
も
う
一
つ
、
連
邦
政
府
の
物
品
・
サ
1

ヴ
イ
ス

の
購
入
活
動
を
規
制
す
る
連
邦
購
入
政
策
部
門
を
含
む
。

(
必
)
勺
ロ
σ
-
F・
2
0
'
也
九
日
白
印

H

H
凶

申

品

ω円
相
戸
け

N

∞同
N
・

hPKFCω
・(
U
e

申

叩
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ω日(}〕戸、
ω日
N
C
(
ω
己
℃
円
)
〈
H
U
∞]F
)

・

(
必
)
作
成
文
書
抑
制
法
を
実
施
す
る
た
め

O
I
R
A
は、

O
M
B
の
四
五

人
の
ス
タ
ッ
フ
と
商
務
省
統
計
局
の
二
五
人
の
ス
タ
ッ
フ
を
併
わ
せ
て
設

置
さ
れ
た
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で
、

O
M
B審
査
が
導
入
さ
れ
、
こ
れ
に

と
も
な
い
廃
止
さ
れ
た

C
O
W
P
S
の
ス
タ
ッ
フ
二

O
人
を
統
合
し
た
。

o
I
R
A
の
ス
タ
ッ
フ
数
九
O
人
は
、
仕
事
量
か
ら
み
て
小
さ
く
、
十
分

な
審
査
を
行
い
う
る
の
か
を
危
慎
す
る
声
も
あ
っ
た
o
U巾
諸
問
三
え
宮
口
出

ρ

口。
Z
N少
誌
記
の
∞
円
山
口
同
の
発
言
、
開
E
P
m
C
宮
田
口
o
g
N
P
白
H
M
M
・

(
仏
)
以
下
の
説
明
は
、

0
I
R
A
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
(
∞
宮
2
同一

k
g
g
'

印

g
z
z
p。
〉
仏
5
5
2可
見
向
F
Z
Z
H
宮
古
O
語
、
一
九
八
四
年
九
月
)

に
も
と
づ
く
。

(
江
川

)
Z
G
芦
田
口
匂
E
D
2
Z
に
・
間
同
吋
日
日
・

(必
)

Z
巾
=
g
z
o当
の
説
明
。
ま
た
、
む
命
門
市
岡
三
丘
一
C
ロ
Z
0・
2
匂
E
D
O
Z

同町唱曲円
M
N
・
ワ
イ
デ
ン
パ
ウ
ム
は
、

0
I
R
A
が
O
M
B
と
い
う
強
力

な
官
庁
(
予
算
編
成
、
政
府
の
法
令
案
審
査
権
を
も
っ
)
に
お
か
れ
て
い

る
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
、
ミ
ラ
ー
は
、

0
I
R
A部
長
が
予
算
部
門
責

任
者
と
連
絡
を
と
る
と
の
べ
て
い
る
。

(
灯
)
な
C-
∞
(
ド
四

ω印
H
N
a

「
情
報
収
集
要
求
が
、
〔
O
M
B
〕
長
官
に
よ

る
現
行
統
制
番
号
を
伴
わ
な
い
場
合
に
は
、
何
人
も
、
情
報
を
保
存
し
行

政
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
い
か
な
る
罰

則
も
受
け
な
い
」
。

六
、
規
制
の
審
査
基
準
と

R
I
A

す
べ
て
の
べ
た
よ
う
に
、
新
た
に
導
入
さ
れ
る
規
則
は
す
べ
て

O
M

B
の
審
査
を
受
け
る
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
重
大
な
規
則
に
関
し
て
は
、

R
I
A
を
実
施
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
も
と
づ
き

O
M
B
の
審
査
も

慎
重
に
行
わ
れ
る
。

審
査
の
性
格
を
前
も
っ
て
の
べ
れ
ば
、
規
制
審
査
基
準
と
し
て
費
用

便
益
分
析
が
と
ら
れ
て
お
り
、
規
則
は
も
っ
ぱ
ら
費
用
便
益
分
析
上
合

理
的
か
ど
う
か
(
社
会
的
純
便
益
原
則
と

O
M
B
は
呼
ぶ
)
に
も
と
づ

い
て
評
価
さ
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
二
つ
で
あ
る
。

第
一
に
、
規
制
の
評
価
の
基
準
と
し
て
は
、
社
会
的
純
便
益
原
則
以

外
に
、
所
得
分
配
の
公
正
な
ど
の
他
の
基
準
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

他
の
基
準
は
原
則
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
。
大
統
領
令
の
解
釈
と
し

て、

O
M
B
は
、
制
定
法
が
明
示
的
に
他
の
目
標
を
規
定
し
て
い
る
場

合
以
外
は
、
行
政
機
関
は
裁
量
を
社
会
的
純
便
益
原
則
に
従
っ
て
行
使

す
べ
き
で
あ
り
、

O
M
B
は
社
会
的
純
便
益
原
則
を
適
用
し
て
規
制
を

評
価
す
る
と
の
べ
て
い
加
。

第
二
に
、
費
用
便
益
分
析
は
、
規
制
の
影
響
に
つ
い
て
の
完
全
な
情

報
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
の
た
め
、
結
論
が
不
確
実
に
な
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
生
ず
る
。
こ
の
場
合
に
は
推
定
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
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O
M
B
は
、
規
制
緩
和
に
有
利
な
推
定
を
と
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
を

と
る
。
こ
の
結
果
、
規
制
導
入
を
試
み
る
行
政
機
関
と

O
M
B
と
の
聞

で
見
解
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
行
政
機
関
の
側
が
規
則
の
必
要
性

を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
二
つ
の
特
徴
ゆ
え
に
、

O
M
B
の
規
則
審
査
は
、
規
制
緩
和
の

推
定
に
立
っ
て
規
則
の
費
用
便
益
的
合
理
性
を
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
そ
こ
で
、
以
下
、

O
M
B
が
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ
て
規
制

審
査
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
を
の
べ
、
次
に
特
に
重
大
な
規
則
に
要
求

さ
れ
る

R
I
A
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
の
か
を
-
説
明
す
る
。

←) 
規
制
審
査
に
お
け
る

O
M
B
の
推
定
・
方
針

大
統
領
令
は
、
規
制
の
目
標
が
、
便
益
が
費
用
を
上
ま
わ
る
よ
う

に
設
定
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
目
標
達
成
手
段
と
し
て
は
最
も
費
用
効

果
的
な
手
段
が
選
択
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
約
二
年

半
の
規
則
審
査
の
経
験
に
も
と
づ
き
二
九
八
三
年
八
月
O
M
B
は、

「
規
制
政
策
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
(
司
)
に
お
い
て
そ
の
内
容
を
具
体
的
に

示
し
た
。

O
M
B
が
規
制
審
査
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
方
針
を
と

っ
て
い
る
の
か
は
、
こ
の
文
書
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
経
済
規
制
経
済
規
制
に
関
し
て
は
原
則
否
定
の
方
針
を
と

っ
て
お
り
、
「
競
争
市
場
に
お
け
る
価
格
お
よ
び
生
産
の
規
制
は
避

け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
自
然
独
占
か
ら
消
費
者
を

レーガン政権と規制審査制度

保
護
す
る
こ
と
、
お
よ
び
過
当
競
争
か
ら
生
産
者
を
保
護
す
る
こ

と
と
い
う
こ
つ
の
目
的
は
、
結
局
、
高
価
格
、
不
十
分
な
事
業
革

新
、
過
剰
と
過
小
投
資
の
極
端
な
移
行
に
結
び
つ
く
と
し
て
否
定

さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
規
制
緩
和
の
成
果
(
航
空
、
鉄
道
、
ト

ラ
ッ
ク
、
パ
ス
、
石
油
価
格
、
ガ

1
ン
・
セ
ン
ト
・
ジ
ャ

1
メ
イ

ン
法
に
も
と
づ
く
金
融
サ

l
ヴ
ィ
ス
、

S
E
C
に
よ
る
証
券
取
引

手
数
料
、

F
C
C
に
よ
る
電
信
事
業
の
参
入
・
価
格
な
ど
の
規
制

緩
和
)
に
ひ
き
続
き
、
自
然
ガ
ス
、
農
産
物
価
格
支
持
制
度
、
金

融
サ

l
ヴ
ィ
ス
の
規
制
緩
和
の
実
施
を
め
ざ
す
と
い
う
方
針
を
示

し
て
い
(
犯
o

O
M
B
が
、
市
場
参
入
の
規
制
が
合
理
的
で
あ
り
う
る
と
認
め

る
の
は
、
健
康
・
安
全
の
た
め
の
規
制
、
た
と
え
ば
食
品
・
薬
品

庁

(
F
D
A
)
に
よ
る
新
薬
認
可
、
連
邦
航
空
庁

(
F
A
A
)
の

パ
イ
ロ
ッ
ト
の
資
格
審
査
な
ど
の
場
合
と
、
制
約
の
あ
る
公
共
資

源
を
管
理
・
配
分
す
る
た
め
の
規
制
、
た
と
え
ば
ラ
ジ
オ
、
テ
レ

ビ
の
放
送
免
許
、
航
空
路
線
の
配
分
な
ど
の
場
合
に
限
ら
札
一
倍
。

②
制
約
あ
る
公
共
資
源
の
配
分
五
開
制
約
あ
る
公
共
資
源
を

管
理
し
配
分
す
る
た
め
の
規
制
は
許
容
さ
れ
る
が
、
配
分
す
る
方

法
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
う
る
。
こ
の
配
分
方
法
に
つ
い
て
、

O
M
B
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は
、
伝
統
的
な
行
政
手
続
に
よ
る
配
分
(
免
許
制
)
に
否
定
的
で
、

ま
ず
申
請
者
に
よ
る
競
売
、
こ
れ
が
難
し
い
場
合
に
は
抽
選
が
用

い
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。

O
M
B
が
こ
う
考
え
る
の
は
、
公
共

資
源
を
配
分
す
る
た
め
に
行
政
手
続
を
用
い
る
と
、
行
政
手
続
が

他
の
目
的
の
た
め
に
拡
張
さ
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
(
花
。
こ
の
観
点

か
ら
、

O
M
B
は
、
放
送
免
許
、
航
空
路
、
飛
行
場
利
用
権
を
競

売
で
配
分
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
。

③
社
会
札
制
経
済
規
制
と
異
な
り
、
健
康
、
安
全
の
た
め
の

社
会
規
制
を
否
定
す
る
と
い
う
原
則
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。

だ

が
O
M
B
は
、
社
会
規
制
の
便
益
が
費
用
と
慎
重
に
比
較
さ
れ
る

こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
の
た
め
、
社
会
規
制
を
導
入
す
る
場
合
に

は
、
科
学
的
な
危
険
評
価
手
続
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
規
制
の

便
益
の
過
大
評
価
、
費
用
の
過
小
評
価
を
避
け
る
よ
う
要
求
し
て

い
4

令
。

④
社
会
規
制
の
手
段
社
会
規
制
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
規
制

手
段
は
社
会
的
純
便
益
を
最
大
に
す
る
も
の
が
選
ば
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
手
段
に
関
す
る
推
定
は
次
の
も
の
が
と
ら
れ
て
い
る
。

ω
製
品
安
全
基
準
・
製
品
規
格
の
札
制
製
品
規
格
・
基
準
の

設
定
は
、
消
費
者
の
保
護
お
よ
び
経
済
的
な
ゴ

l
デ
ィ
ネ
イ
シ

ヨ
ン
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
。
し
か
し
、

O
M
B
は
、
全
国
一

律
の
製
品
規
格
・
基
準
を
行
政
機
関
が
設
定
す
る
こ
と
は
出
来

る
だ
け
避
け
る
べ
き
だ
と
す
る
。
と
い
う
の
は
、
市
場
に
お
い

て
も
事
業
者
は
、
製
品
の
規
格
・
安
全
基
準
を
自
発
的
に
定
め

る
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ヴ
を
も
ち
(
事
業
団
体
の
定
め
る
規
格
・
安

全
基
準
)
、
こ
れ
に
違
反
す
る
製
品
の
製
造
者
は
不
法
行
為
責
任

を
追
求
さ
れ
た
り
、
販
売
が
困
難
に
な
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
製
品
の
欠
陥
を
消
費
者
が
発
見
す

る
こ
と
が
難
し
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
不
法
行
為
責
任
を
逃
れ

う
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
自
発
的
基
準
は
十
分
に
厳
格
な
も

の
と
は
な
り
に
く
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
、
公
的
規

格
・
安
全
基
準
設
定
は
合
理
的
で
あ
り
う
る
が
、
そ
う
し
た
場

合
で
も
、
地
域
的
条
件
を
反
映
す
る
規
制
を
州
が
設
定
し
う
る

こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

現
状
の
製
品
規
格
・
安
全
基
準
規
制
は
過
剰
で
あ
り
、
連
邦

の
住
宅
基
準
(
地
方
建
築
基
準
が
適
切
で
あ
る
)
、
建
築
、
自
動

車
に
関
す
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
(
市
場
に
委
せ
れ
ば
よ
い
)

を
は
じ
め
廃
止
す
べ
き
も
の
が
多
い
。

ω
規
制
方
式
(
成
果
規
制
)
安
全
、
環
境
規
制
の
手
段
は
、

規
制
値
の
達
成
を
要
求
す
る
成
果
基
準
宮
氏

2
5
2
2
a
g
'

仏
印
邑
と
さ
ら
に
規
制
値
を
達
成
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
諸
措
置
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を
規
制
す
る
基
準
母
国
佐
官
丸
山
口
色
白
丘
と
が
あ
る
が
、
原
則
と

し
て
後
者
は
避
け
、
規
制
値
の
達
成
を
要
求
す
る
方
式
を
と
る

べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
規
制
値
を
達
成
す
る
技
術
的
措

置
は
多
種
の
も
の
が
あ
り
う
る
が
、
特
定
の
措
置
を
強
制
す
る

と
は
社
会
が
最
も
効
率
的
な
規
制
値
達
成
手
段
を
開
発
す
る
こ

と
を
阻
害
す
る
か
ら
で
あ
問
。

こ
の
方
針
は
特
に
環
境
規
制
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

応
え
た
代
表
例
は
、

E
P
A
が
す
で
に
採
用
し
て
い
る
排
出
パ

プ
ル
政
策
で
あ
り
、
こ
の
政
策
の
下
で
は
、
あ
る
排
出
源
が
規

制
基
準
を
越
え
て
も
、
排
出
源
の
属
す
る
工
場
の
他
の
排
出
源

で
そ
れ
を
相
殺
す
る
排
出
物
低
減
を
行
え
ば
、
工
場
全
体
と
し

て
は
排
出
物
低
下
を
実
現
し
て
い
る
の
で
許
さ
れ
る
と
い
う
規

制
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。

O
M
B
は
、
同
種
の
規
制
方
式
は

自
動
車
排
ガ
ス
規
制
に
も
拡
張
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
方
針
を
示

し
て
い
る
こ
モ
デ
ル
の
排
ガ
ス
抑
制
が
不
十
分
で
も
、
同
メ

ー
カ
ー
の
他
の
モ
デ
ル
で
そ
れ
を
補
償
す
る
排
ガ
ス
抑
制
が
達

成
さ
れ
れ
ば
よ
い
)
。

ω
許
認
可
手
続
の
簡
素
(
仰
こ
れ
は
社
会
規
制
だ
け
で
な
く
経

済
規
制
に
も
妥
当
す
る
方
針
で
あ
る
。
許
認
可
が
必
要
で
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
許
認
可
は
弊
害
を
伴
う
。
弊
害
の
第
一
は
、

た
と
え
ば
安
全
な
薬
品
の
製
造
販
売
を
不
許
可
に
し
て
も
批
判

が
小
さ
い
が
、
危
険
な
薬
品
を
誤
っ
て
許
可
し
た
場
合
に
は
批

判
が
強
い
た
め
、
不
確
実
な
場
合
、
行
政
機
関
は
不
許
可
の
側

へ
系
統
的
に
誤
り
を
お
か
す
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
許
認
可

申
請
の
た
め
の
情
報
収
集
お
よ
び
手
続
の
遅
延
の
た
め
に
、
申

請
者
が
大
き
な
費
用
負
担
を
負
う
こ
と
で
あ
出
。
こ
の
弊
害
を

避
け
る
た
め
、

O
M
B
は
、
許
認
可
の
明
確
な
基
準
を
設
定
す

る
こ
と
、
許
認
可
を
迅
速
に
処
理
す
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
求

め
て
い
る

M

規
制
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
権
利
・
義
務
の
譲
渡
性
規
制
に

よ
る
創
設
さ
れ
る
権
利
、
た
と
え
ば
放
送
権
な
ど
の
自
由
な
取

引
は
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
行
政
手
続
に
よ
る
権

利
の
附
与
は
効
率
的
で
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
権
利
の
取
引
は

そ
れ
を
最
も
高
く
評
価
す
る
者
が
権
利
を
購
入
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

O
M
B
は
、
そ
の
例
と
し
て
、
放
送

権
が

F
C
C
の
最
小
限
の
審
査
の
下
に
譲
渡
可
能
と
さ
れ
た
こ

と
、
ま
た
、
空
港
発
着
権
の
売
買
が

F
A
A
に
よ
っ
て
許
容
さ

れ
た
こ
と
を
あ
げ
(
持
。

O
M
B
は
、
ま
た
、
排
出
物
の
許
可
を

一
定
地
域
内
で
売
買
す
る
こ
と
も
奨
励
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
べ

て
い
る
。
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⑤
州
と
連
邦
聞
に
お
け
る
規
制
の
民
間
規
制
の
必
要
が
あ
る
場

合
で
も
、
た
だ
ち
に
連
邦
規
制
を
導
入
す
べ
き
で
は
な
く
、
州
の

規
制
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
州
の
規
制
は
、

各
地
域
ご
と
の
様
々
な
特
殊
性
を
考
慮
し
て
き
め
細
か
で
適
切
な

規
制
が
可
能
な
こ
と
、
州
別
の
異
な
っ
た
規
制
は
人
々
の
選
択
の

余
地
を
広
げ
る
こ
と
、
各
州
の
異
な
っ
た
規
制
は
比
較
を
可
能
に

し
最
も
好
ま
し
い
規
制
の
発
展
を
助
け
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
連
邦
規
制
は
、
連
邦
市
民
権
を
保
護
す
る
目
的
と
州
際

通
商
上
の
重
要
な
弊
害
を
取
り
除
く
目
的
の
二
つ
の
場
合
に
限
っ

て
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑥
連
邦
補
助
金
、
契
約
、
札
脚
連
邦
の
補
助
金
、
契
約
は
、

し
ば
し
ば
、
資
金
交
付
の
直
接
の
目
的
と
は
別
の
目
的
を
達
成
す

る
こ
と
を
条
件
(
た
と
え
ば
環
境
規
制
値
の
達
成
を
条
件
に
道
路

建
設
補
助
金
を
交
付
す
る
)
と
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
リ
ン
ケ
ー

ジ
は
、
環
境
規
制
の
た
め
に
も
、
道
路
建
設
の
た
め
に
も
効
率
的

で
は
な
い
の
で
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
補
助
金
交
付
に
は
過

剰
に
条
件
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
簡
素
化
す
べ
き
で
あ

ヲ
匂
。

以
上
が
、
規
制
審
査
の
た
め
の

O
M
B
の
方
針
で
あ
る
。
方
針

の
な
か
に
は
、
法
律
の
改
正
が
必
要
な
も
側
、
ま
た
、
そ
の
後
も

規
制
緩
和
が
円
滑
に
す
す
ん
で
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

O
M
B
が
様
々
な
規
制
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
審
査
を
加

え
て
い
る
の
か
が
わ
か
る
。
こ
の
一
般
方
針
に
合
致
し
な
い
お
そ

れ
の
あ
る
規
制
を
行
政
機
関
が
導
入
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難

で
あ
る
。

北法36(4・112)1350

次
に
の
べ
る

R
I
A
も
、
当
然
、

O
M
B
の
こ
の
方
針
を
念
頭

に
置
い
て
作
成
さ
れ
る
。

規
制
影
響
分
析
R
I
A
の
内
容

重
大
な
規
制
に
関
し
て
は

R
I
A
の
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
O

R
I
A
は
、
ま
ず
行
政
機
関
自
身
の
行
う
規
制
案
作
成
過
程
を
改
善

す
る
の
に
役
立
つ
。
ま
た
、

O
M
B
が
規
制
を
審
査
す
る
た
め
の
資

料
を
提
供
す
る
。

仁)

R
I
A
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
規
制
の
費
用
便
益
分
析
の
評
価
を

示
す
文
書
で
あ
る
が
、

O
M
B
は、

R
I
A
の
た
め
の
費
用
便
益
分

析
の
手
法
を
特
に
規
格
化
せ
ず
、
最
小
限
の
必
要
事
項
を
定
め
る
に

と
ど
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

R
I
A
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
作

成
す
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
機
関
が
独
自
に
工
夫
し
て
お
問
、

R
I
A
の
質
も
行
政
機
関
に
よ
っ
て
高
い
も
の
と
低
い
も
の
に
'
自
ず

と
分
か
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

O
M
B
が
R
I
A
を
あ
え
て

規
格
化
し
て
い
な
い
の
は
、
三
つ
の
理
由
に
も
と
づ
く
と
い
え
る
。
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第
一
に
、
費
用
便
益
分
析
に
つ
い
て
は
、
学
問
的
・
実
務
的
に
す
で

に
標
準
的
な
方
法
が
確
立
し
て
お
り
、

O
M
B
が
特
に
何
か
を
つ
け

加
え
る
必
要
は
な
い
。
第
二
に
、
各
行
政
機
関
の
規
制
は
、
そ
れ
ぞ

れ
特
色
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
費
用
便
益
分
析
の
具
体
化
は
、

各
行
政
機
関
に
委
せ
た
方
が
よ
い
。
た
と
え
ば
、
農
産
物
価
格
支
持

制
度
と
環
境
規
制
と
で
は
分
析
の
力
点
が
異
な
る
か
ら
で
あ
必
。
第

三
に
、

O
M
B審
査
は
、
究
極
的
に
は
、
費
用
便
益
分
析
の
精
度
自

体
に
関
心
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
不
要
な
規
制
を

阻
止
、
除
去
す
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
行
政
機
関
の
な
か
に
は
、
経
済
ス
タ
ッ
フ
が
手
薄
の
に
閥
、
質

の
低
い

R
I
A
を
作
成
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
直
ち
に
是
正

し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

①
費
用
便
益
分
析
の
札
舵

R
I
A
の
内
容
、
す
な
わ
ち
規
制

の
費
用
便
益
分
析
の
た
め
の
枠
組
は
一
般
に
確
立
し
て
い
る
〔
図

4
を
参
照
〕
。
規
制
の
費
用
便
益
分
析
は
、
ふ
つ
う
次
の
八
つ
の
段

階
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。

川
第
一
段
階
は
、
規
制
目
標
の
定
義
で
あ
る
。
規
制
に
よ
り
逮

成
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
規
制
の
影
響

を
評
価
す
る
た
め
の
第
一
歩
で
あ
る
。

ω
第
二
段
階
は
、
推
定
の
確
定
で
あ
る
。
規
制
が
ど
の
よ
う
な

影
響
を
将
来
も
つ
の
か
を
評
価
す
る
場
合
、
不
確
実
性
が
と
も

(
お
)

な
う
。
そ
こ
で
分
析
に
お
い
て
は
様
々
な
推
定
を
用
い
ざ
る
を

え
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
推
定
を
用
い
た
の
か
を
明
確
に
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
推
定
は
、
一
部
は
分
析
の
当
初
に

確
定
で
き
る
が
、
一
部
は
分
析
の
進
ん
だ
段
階
で
始
め
て
確
定

で
き
る
も
の
も
あ
る
。

制
規
制
手
段
選
択
肢
の
確
定
(
第
三
段
階
)
比
較
す
べ
き
選
択

肢
を
確
定
す
る
こ
と
は
最
も
主
要
な
作
業
の
一
つ
で
あ
{
日
。
と

い
う
の
は
、
も
し
選
択
肢
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
、
最
も

効
率
的
な
規
制
手
段
が
最
終
的
に
採
用
さ
れ
ず
に
終
る
か
ら
で

あ
る
。
も
っ
と
も
す
べ
て
の
可
能
な
選
択
肢
を
考
慮
す
る
必
要

は
な
く
、
効
率
的
で
な
い
こ
と
が
明
白
な
選
択
肢
は
分
析
か
ら

除
い
て
も
よ
い
(
分
析
費
用
の
節
約
の
た
め
)
。

刷
費
用
・
便
益
の
評
価
(
第
四
段
階
)
規
制
の
費
用
お
よ
び

便
益
の
評
価
は
、
ど
の
よ
う
な
費
用
・
便
益
が
生
ず
る
の
か
を

決
定
す
る
こ
と
、
生
ず
る
各
種
の
費
用
・
便
益
を
貨
幣
的
に
評

価
す
る
こ
と
の
こ
つ
の
作
業
か
ら
な
る
。

ω
貨
幣
評
価
で
き
な
い
費
用
・
便
益
の
記
述
(
第
五
段
階
)
貨

幣
化
で
き
な
い
費
用
・
便
益
は
、
リ
ス
ト
に
記
述
し
、
決
定
者

が
考
慮
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
貨
幣
化
で
き
な
い
費
用
・
便
益

北法36(4・113)1351 
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図4. 費用使益分析過程

目標の定義

O本凶は、 FederalAviation Administration， Econmic Analysis 01 Investment 

ant Regulatory Decions-A Guideの2-11貰から転用。
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が
決
定
に
あ
た
っ
て
非
常
に
重
要
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

同
費
用
便
益
比
較
と
選
択
肢
の
序
列
化
(
第
六
段
階
)
費
用

と
便
益
を
比
較
し
、
規
制
の
便
益
が
費
用
を
上
ま
わ
る
か
を
判

断
す
る
こ
と
、
ま
た
、
規
制
の
純
便
益
(
便
益
|
費
用
)
が
大

き
い
順
に
規
制
手
段
の
選
択
肢
を
序
列
化
す
る
こ
と
を
行
う
。

便
益
と
費
用
の
比
較
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
将
来
の
費
用
・

便
益
を
現
在
値
に
還
元
す
る
こ
と
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影

響
を
除
く
こ
と
な
ど
の
作
業
が
必
要
で
あ
る
。

ゆ
誤
差
分
析
(
第
七
段
階
)
費
用
便
益
分
析
は
、
情
報
不
足

を
補
う
た
め
各
種
の
推
定
を
用
い
て
行
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
用
い
た
推
定
が
誤
っ
て
い
た
場
合
に
は
、

分
析
結
果
も
誤
り
に
な
り
う
る
。
こ
の
危
険
を
避
け
る
た
め
、

重
要
な
部
分
に
つ
い
て
は
他
の
可
能
な
推
定
も
用
い
て
分
析
を

行
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
条
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
に
、
，
規
制
が
妥
当
で
あ
る
か
を
明

ら
か
に
で
き
る
。

同
勧
告
(
第
八
段
階
)
誤
差
分
析
に
お
い
て
様
々
な
推
定
に

も
と
づ
く
分
析
結
果
を
吟
味
し
た
後
、
最
終
評
価
と
し
て
、
規

制
が
妥
当
か
ど
う
か
、
お
よ
び
ど
の
よ
う
な
規
制
手
段
を
用
い

る
べ
き
か
を
勧
告
す
る
。

② 

O
M
B
の
要
求
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、

R
I
A
に
つ
い

て
O
M
B
が
特
に
要
求
す
る
こ
と
は
少
な
い
。

R
I
A
に
関
す
る

O
M
B
の
中
間
ガ
イ
ド
・
ラ
仁
川
}
は
、
た
だ

R
I
A
aの
最
小
限
の

規
格
と
規
制
緩
和
方
針
に
照
ら
し
注
意
す
べ
き
諸
事
項
を
強
調
す

る
の
に
と
ど
ま
る
。

ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
は
、

R
I
A
が
、
十
分
な
情
報
に
も
と
づ
き

合
理
的
な
決
定
を
可
能
に
す
る
よ
う
作
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

(
刊
川
}

と
を
強
調
し
た
後
、

R
I
A
に
含
ま
れ
る
べ
き
五
つ
の
要
素
を
規

定
す
る
。

ω規
則
案
の
必
要
性
と
そ
れ
が
も
た
ら
ず
で
あ
ろ
う
結

果
の
説
明
、

ω規
制
方
法
の
選
択
肢
の
検
討
、
叫
費
用
と
便
益
の

分
析
、
制
特
定
の
規
制
を
選
択
し
た
理
由
、
制
規
制
の
法
的
根
拠
、

が
そ
れ
で
あ
る
。

ωか
ら
制
ま
で
の
四
つ
の
要
素
は
、
一
般
的
な

費
用
便
益
分
析
に
含
ま
れ
る
も
の
で
別
段
新
し
い
要
素
を
つ
け
加

え
た
わ
け
で
は
な
い
。

費
用
便
益
分
析
の
方
法
自
体
も
O
M
B
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
は
、

標
準
的
で
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
便
益
評
価
に
つ
い

て
の
規
定
は
次
の
内
容
が
す
べ
て
で
あ
る
。

「

R
I
A
は
、
提
案
す
る
規
制
と
そ
の
主
要
な
選
択
肢
の
便
益

効
果
を
の
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。

R
I
A
は
、
社
会
に
対
す
る
実
質

的
便
益
の
増
加
す
べ
て
を
現
在
価
値
と
し
て
評
価
し
た
額
を
含
む

北法36(4・115)1353 



研究ノート

も
の
と
す
る
。
貨
幣
評
価
可
能
な
便
益
は
、
イ
ン
フ
レ
の
影
響
を

除
い
た
ド
ル
で
表
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
の
好
ま
し
い

影
響
は
詳
細
に
、
可
能
な
場
合
は
計
霊
化
し
て
表
記
す
べ
き
で
あ

る
。
〔
将
来
便
益
を
現
在
価
値
に
還
元
す
る
た
め
の
〕
年
間
割
引
率

は
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
用
い
る
。
し
か
し
望
ま
し
い
場
合
に
は
、

結
果
の
合
理
性
を
テ
ス
ト
す
る
た
め
、
他
の
割
引
率
を
用
い
て
も

よ
い
。
推
定
は
の
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
分
析
が
基
礎
に
用
い
た

デ

i
夕
、
研
究
を
、

R
I
A
は
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
案
行
為
が
予
想
さ
れ
る
便
益
を
も
た
ら
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ

い
て
説
明
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

便
益
の
明
細
表
は
、
使
益
の
形
態
、
誰
に
帰
属
す
る
の
か
、
何

時
生
ず
る
か
、
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
明
細
表
は
、
現
在
ド

(
乃
)

ル
価
値
で
表
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

費
用
使
益
分
析
に
と
も
な
う
重
要
な
い
く
つ
か
の
問
題
、
た
と

え
ば
、
人
命
評
価
の
方
法
、
貨
幣
化
で
き
な
い
便
益
を
分
析
の
な

{
加
)

か
で
ど
う
扱
う
か
等
は
、
特
に
何
も
規
定
さ
れ
て
・
い
な
い
。

ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
は
、
分
析
の
技
術
面
を
ほ
と
ん
ど
規
制
し
て

い
な
い
が
、
規
制
選
択
肢
と
し
て
、
よ
り
規
制
的
で
な
い
選
択
肢

(
規
制
を
導
入
し
な
い
こ
と
を
含
む
)
が
慎
重
に

R
I
A
で
考
慮
、

(
創
)

説
明
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

O
M
B
は、

R
I
A
の
技
術
的

改
善
よ
り
も
、
こ
の
点
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

O
M
B規
則
審
査
制
の
役
割

O
M
B審
査
制
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

北法36(4・116)1354 

臼

規
則
制
定
を
計
画
す
る
行
政
機
関
か
ら
み
れ
ば
、

O
M
B審
査
制

の
存
在
は
、
規
制
導
入
を
慎
重
に
さ
せ
る
。
後
に
の
べ
る
よ
う
に
、

重
大
で
な
い
規
則
も

O
M
B
に
よ
り
撤
回
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
の
で
、
こ
の
効
果
は
す
べ
て
の
規
則
に
及
ぶ
。

費
用
便
益
分
析
に
照
ら
し
合
理
性
が
微
妙
な
規
則
を
制
定
す
る
場

合
、
行
政
機
関
は
、

O
M
B
が
と
っ
て
い
る
規
制
緩
和
方
針
と
そ
れ

を
具
体
化
し
た
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

O
M
B
と
の
聞
で
何
が
問
題
に
な
る
か
を
知
る
た
め
に
必
要
だ
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
段
階
で

O
M
B
と
折
衝
す
る
こ
と
に
よ
り
、

問
題
点
を
一
層
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

R
I
A
の
分
析

内
容
お
よ
び
精
密
さ
の
程
度
は
、
何
が
問
題
と
な
る
か
に
よ
り
影
響

を
受
け
る
。
も
し
規
制
緩
和
の
観
点
か
ら
問
題
の
少
な
い
規
別
で
あ

れ
ば
、
精
密
な
分
析
は
分
析
費
用
が
か
か
る
だ
け
で
意
味
が
な
い
。

し
か
し
一
般
的
に
、
他
の
代
替
規
制
選
択
肢
が
あ
る
場
合
に
は
、
な

ぜ
提
案
の
規
制
を
選
ん
だ
の
か
が
批
判
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
他

の
規
制
選
択
肢
と
提
案
の
規
制
を
比
較
し
正
当
化
し
う
る
分
析
が
こ
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の
場
合
に
は
必
要
と
な
ろ
う
。

O
M
B
が
、
費
用
便
益
分
析
技
法
の

精
密
化
よ
り
も
、
規
制
緩
和
選
択
肢
と
の
比
較
を
強
調
す
る
の
は
そ

の
た
め
で
あ
る
。

最
後
に
、
費
用
便
益
分
析
は
、
微
妙
な
ケ

l
ス
に
つ
い
て
は
、
規

制
が
合
理
的
か
ど
う
か
に
つ
い
て
一
義
的
な
回
答
を
出
し
え
な
い
。

す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
費
用
便
益
分
析
に
は
各
種
の
推
定
、
判
断
が

含
ま
れ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
部
分
が
異
な
れ
ば
、
規
制
が
合
理
的
と

評
価
さ
れ
る
こ
と
も
、
不
合
理
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
却
。

た
と
え
ば
、
人
命
を
は
じ
め
と
す
る
貨
幣
化
し
に
く
い
費
用
便
益
が

含
ま
れ
る
場
合
に
、
こ
れ
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
規
制
に
対
す
る

人
々
の
反
応
に
関
す
る
推
定
が
違
っ
て
も
同
じ
問
題
が
生
じ
う
る
。

こ
れ
ら
は
究
極
的
に
は
判
断
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

重
大
な
規
制
の
い
く
つ
か
は
こ
の
種
の
問
題
を
含
み
、

O
M
B
と
行

政
機
関
が
対
立
す
る
。
こ
の
対
立
は
、
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
が

解
決
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
質
は
、
し
ば
し
ば
閣
僚

レ
ベ
ル
の
政
治
的
折
衝
で
あ
る
。
こ
こ
で

O
M
Bが
勝
利
す
る
と
は

限
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
行
政
機
関
の
立
場
が
採
用
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

(
必
)
。
宮
∞
・
河
巾
間
三
国
件
。
『
可
司

0
2
4
c
c
-
b叩
】
山
口

g
-
G三
可
】
喧
∞
ω)、
回
昨
日
同
・

大
統
領
令
一
二
二
九
一
一
は
、
「
法
の
許
容
す
る
範
囲
」
で
適
用
さ
れ
る
。
そ

の
趣
旨
は
、
法
律
が
明
示
的
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
「
漠
然
あ
る
い
は
対

立
す
る
目
的
を
定
め
る
基
準
」
、
「
一
般
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
広
い

裁
量
」
は
純
便
益
原
則
に
も
と
づ
き
解
釈
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(必

)
E
-

{
切
)
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
第
二
項
。

5
・
国
昨
日
ω
・

(
日
)
冨
・
民
民
・

(
幻
)
戸
田
仲

Mω
・8
・

(お

)
E
-
R
N印・
Nm-

(
弘
)
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
第
七
項
。

E

忠
良
・

(
応
)
ま
た
そ
の
他
、
経
済
的
に
は
、
競
売
に
お
い
て
最
も
高
い
価
格
を
つ

け
た
者
に
権
利
を
与
え
る
こ
と
が
社
会
的
に
望
ま
し
い
と
い
う
判
断
が
あ

る
。
限
ら
れ
た
公
共
資
源
の
配
分
に
あ
た
っ
て
は
、
資
源
利
用
に
よ
っ
て

他
の
第
三
者
に
与
え
る
弊
害
を
取
り
除
く
た
め
、
一
定
の
資
格
要
件
が
必

要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
要
件
は
最
小
で
こ
れ
を
満
た
す
者
は
複
数
い
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
複
数
の
者
か
ら
一
人
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限

ら
れ
た
資
源
を
用
い
、
誰
が
最
も
社
会
に
便
益
を
も
た
ら
し
う
る
か
を
考

慮
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
資
源
利
用
に
よ
り
誰
が
最
も
社
会
的
便

益
を
も
た
ら
す
か
を
知
る
こ
と
は
難
し
く
、
行
政
機
関
が
判
断
し
て
も
-
誤

り
が
多
い
。
他
方
、
社
会
的
便
益
を
最
も
も
た
ら
し
う
る
者
は
、
資
源
利

用
に
よ
り
巌
大
の
利
益
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
-
う
か
ら
、
資
源
利
用
権
を
獲

得
す
る
た
め
に
高
い
価
格
を
つ
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
競
売
に
よ
る
権
利

配
分
は
、
社
会
的
に
最
も
望
ま
し
い
者
に
権
利
を
配
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
免
許
の
競
売
、
使
用
料
を
通
じ
て
、
価
格
シ
ス
テ
ム
を
直
接
用
い
る

こ
と
が
、
資
源
を
最
も
生
産
的
に
利
用
で
き
る
者
に
資
源
を
配
分
す
る
た

北法36(4・117)1355 
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め
に
必
要
な
す
べ
て
で
あ
る
」
。
広
三
怠

(
日
)
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
第
四
項

o
E・
三
巴

(
閉
山

)
O
M
B
は
、
現
状
の
社
会
規
制
に
お
い
て
、
「
行
政
機
関
が
、
時
に
、

過
度
に
保
守
的
な
決
定
を
行
い
、
危
険
に
関
す
る
私
的
な
決
定
に
お
け
る

通
常
の
分
別
を
越
え
、
危
険
の
低
減
の
た
め
に
支
出
を
強
い
て
い
る
」
と

判
断
し
て
い
る
。

E
g
ω
円
「
最
悪
事
態
」
を
想
定
す
る
規
制
は
好

ま
し
く
な
い

o
E
-
え

ω
N

(
m
m
)

ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
第
三
項

o
E
三
ミ
・

(
印
。
)
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
第
五
項
。

E-
包

2
・

(ω)
成
果
規
制
の
方
が
、
防
止
措
置
規
制
よ
り
も
好
ま
し
い
の
は
、
同
じ

よ
う
に
目
的
を
達
成
で
き
る
と
と
も
に
、
被
規
制
者
が
最
も
少
な
い
費
用

で
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
他
方
、

あ
る
防
止
措
置
を
と
っ
て
い
る
か
否
か
を
識
別
す
る
こ
と
に
較
べ
、
規
制

値
の
達
成
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
識
別
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
規
制
を
実

施
す
る
費
用
が
大
き
い
。
行
政
機
関
が
防
止
措
置
規
制
を
好
む
一
つ
の
理

由
は
こ
れ
で
あ
る
が
、

O
M
B
は
、
行
政
費
周
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的

費
用
を
考
慮
す
る
よ
う
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

o
E
-
R
A
-
-

(
円

m)

ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
第
六
項

o
g
-
巳
ち

(
臼
)
戸
印
丹
念
ム
N
・

(
回
)
食
品
・
薬
品
庁

F
D
A
は
、
製
薬
製
造
許
可
基
準
の
明
確
化
を
は
か

り
、
環
境
庁

E
P
A
は
、
化
学
物
質
製
造
許
可
を
一
律
に
与
え
う
る
場
合

を
鉱
大
し
た

o
E
-
血丹品
N
・

(
似
)
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
第
八
項

o
E
白
丹
念

(臼

)

E

a
会
'

(
紛
)
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
第
九
項

o
E
-
丘
町
P

(
前
)
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
第
一

O
項

0
5・
丘
町
品
・

(
m
m
)

権
利
の
譲
渡
性
を
拡
大
す
る
方
針
の
一
つ
と
し
て
、
も
し
新
排
出
源

が
環
境
規
制
値
を
達
成
で
き
な
く
と
も
、
他
の
排
出
源
を
買
い
取
り
廃
止

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
達
成
排
出
物
を
相
殺
す
る
だ
け
の
排
出
物
低
減

を
行
え
ば
よ
い
と
す
る
政
策
の
実
施
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を

実
施
す
る
に
は
、

(U-2ロ
〉
町
〉
円
円
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
。

(ω)
た
と
え
ば
、
農
産
物
価
格
維
持
制
度
は
、
経
済
規
制
の
一
つ
と
し
て

緩
和
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
農
務
省
、
議
会
の
反
対
が
強
く
進
展
し

て
い
な
い
。
空
港
発
着
権
の
競
売
に
よ
る
配
分
に
は
、
運
輸
省
が
技
術
的

理
由
で
反
対
し
、
進
展
し
て
い
な
い
。

(
初
)
大
統
領
一
二
一
一
九
一
号

5
6似
は
、

O
M
B
長
官
に
、
「
本
命
令
の
下

で
〔
O
M
B
〕
長
官
に
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
機
能
を
遂
行
す
る
た
め
の

手
続
を
確
立
す
る
」
権
限
を
与
え
て
お
り
、

O
M
B
も
行
政
機
関
ご
と
の

詳
細
な
基
準
づ
く
り
を
意
図
し
て
い
た
。
ロ
巾

Z
m己
主
S
F
E
C・
2
q「白

ロC
丹市

N
P

白

押

忌

当

時

の

O
I
R
A
部
長
ミ
ラ
ー
の
発
言
参
照
。
け

れ
ど
も
実
際
に
は
き
わ
め
て
一
般
的
な
中
間
的
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
を
発
表

し
た
の
に
と
ど
ま
る

ooz戸
Z
Zユ
ヨ
河
内
凶
町
己

E
Sミ
H
B
U
M
2
〉

E-冨山由

。
口
一
色
巾
ロ
ロ
タ
(
』
ロ
ロ
巾
・
ロ
・

5
∞
己
・
こ
れ
は
注
(
必
)
の

m
m
m
z
g
gミ

司
C
Z
Q
の
巳
門
笠
宮
巾
印
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
た
が
、
後
者
は
、
規
制
審
査
の

指
針
を
の
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

R
I
A作
成
の
方
法
、
規
格
に
は
ふ
れ

て
い
な
い
。

(n)
い
く
つ
か
の
行
政
機
関
は
、
費
用
便
益
分
析
の
た
め
の
内
部
的
ガ
イ

ド
・
ラ
イ
ン
を
確
立
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
運
輸
省
の
そ
れ
は
よ
く
知
ら

北法36(4・118)1356 
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れ
て
い
る
0
0呂
田
ユ
ヨ
巾
三
丘
、
H
，
S
D
8
0え
S
Z
P

。
口
町
内
回
出
ロ
ロ
巾
同
C
『

河
内
四
三
国
件
。
吋
可
何
〈
由
一
己
申
円
5
3印
日
〉
白
血
コ
門
出
uocr
問
。
『
口
。
吋
切
巾
口
広
一
円

(
い

O
師
同
〉
ロ
包
可
凹
F
T
O
町内庁巾

C
間
同
ロ
門
古
田
可
可
句
。

-ru〉

ο
R
R巾
C
同門
F
巾

〉
凹
印
日
目
片
恒
三

ω巾門司
mwgミ
内
。
吋
可
oznu~
出
口
品
目

2
2
3回
目
。
ロ
包
〉
山
田
町
出

(]ロコ巾・]{由
M
W
N
Y

(
刀
)
規
制
に
は
、
経
済
規
制
と
桂
会
規
制
、
規
制
手
段
も
命
令
的
規
制
手

段
と
市
場
活
用
型
規
制
手
段
と
が
あ
り
、
統
一
的
な
分
析
方
法
を
定
め
る

こ
と
は
難
し
い
o

〉己

5
5
5可
巳
ぞ
巾
わ
C
え
巾
湾
口
門
司
。
{

p

m

d
三
広
島

ω
g
z
p
〉
の
巴
一
色
町
件
。
明
巾
広
巾
「
同
一
〉
岡
市
ロ
nvw

河口

}mg白
}
向
山
口
町
・
主
同
国
申

(
同
浅
い
)
・
そ
の
た
め
、

O
M
B
が
、
規
制
の
特
色
に
応
じ
て
随
時
異
な
っ

た
方
法
を
用
い
て
規
制
を
審
査
す
る
自
由
を
残
し
た
い
こ
と
も
、
統
一
的

分
析
方
法
を
規
定
し
な
い
理
由
で
あ
ろ
う
。

E
・

(
ね
)
特
に
小
さ
な
行
政
機
関
は
、
専
属
の
経
済
ス
タ
ッ
フ
を
も
た
な
い
か

ら
、
独
自
に

R
I
A
を
作
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
外
注
で

R
I

A
を
作
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
労
働
安
全
・
健
康
庁
O
S
H
A
は
分

析
の
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
外
注
で
処
理
し
て
お
り
、
他
方
、
商
務
省
は
逆

に
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
省
内
で
処
理
し
て
い
る
o
〉
己
ヨ
円
巳
弘
司
恒
三
〈
巾

ncロ・

同
町
史
山
口
円
巾
・
出
C
U
門
担
ロ
。
丹
市
一
-
N
・
担
丹
∞
hv

・

(
日
)
以
下
の
説
明
は
、
規
制
分
析
に
関
す
る
内
部
ガ
イ
ド
を
整
備
し
て
い

る
運
輸
省
の
資
料
に
依
っ
て
い
る
0
0
8血
ス
ヨ
巾

2
0同
吋

g
E
U
0
3巳
5
ロ唱

団ロ刀

S
ロ。

Z
口
一
司
市
己
負
包
〉
己
主
E
ロ
〉

ass-凹可白
S
F
同町
C
D
O
B
K

〉
口
出
一
日
、
回
一
曲
。
内
向
口
〈
巾
2
5
mロ
片
山
口
己
河
巾
伺
己
目
白
円
。
ミ

o
m円
一
位
。
ロ
田
町
〉
の
巳
門
H
F

(
]
国
同

f

H
由
m
w
N
)
・

(
お
)
現
在
の
デ
ー
タ
か
ら
将
来
の
事
態
を
予
想
す
る
こ
と
に
伴
う
推
定
、

規
制
が
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぽ
す
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て

の
推
定
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
態
が
生
ず
る
確
率
に
つ
い
て
の
推
定
、
各
便
益
、

費
用
を
貨
幣
還
元
す
る
た
め
の
推
定
が
含
ま
れ
る
0
0
告
白
ユ

g
g門
え

吋
5
5哩
s
c
o
p
広
・
は
、
以
上
の
問
題
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
に
つ

い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
費
用
便
益
分
析
は
、
将
来
に
つ
い
て
の
予
想

に
も
と
づ
く
か
ら
、
推
定
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
。
推
定
を
用
い
る
の
は

当
然
で
あ
る
が
、
最
終
結
論
が
ど
の
よ
う
な
推
定
に
も
と
づ
く
か
が
、
は

っ
き
り
判
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(
河
)
実
践
的
に
は
、
詳
細
な
費
用
便
益
の
計
算
を
行
う
こ
と
と
、
幅
広
く

規
制
選
択
肢
を
比
較
す
る
こ
と
の
ど
ち
ら
に
、
資
源
と
時
間
を
配
分
す
る

の
か
対
立
す
る
面
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
選
択
肢
を
比
較
し
考
慮
す

る
こ
と
を
重
視
す
る
方
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
分

析
の
初
め
の
段
階
で
は
特
に
重
要
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
基
本
的
問
題
と
仮

の
推
定
を
早
自
に
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
〉
門
同

g
g許
可
丘
三
市

(
U
C
ロ4pw
宮山口
nme
的
信
℃
吋
山
口
C
円四吋
N

・
向
同
H
H
0

・

(η)

。冨∞
-
m
C
耳
目
コ
C
お
さ

(
刊
日
)
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
は
前
文
で
も

R
I
A
の
性
格
を
次
の
よ
う
に
強
調

す
る
。
「

R
I
A
が
十
分
か
ど
う
か
の
テ
ス
ト
は
、
独
立
し
た
審
査
者
が
、

大
統
領
令
一
一
一
一
一
九
一
号
の
諸
目
的
が
充
足
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
情
報
に
も
と
づ
い
て
決
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
、

否
か
、
で
あ
る
。
以
下
に
記
し
た
要
素
す
べ
て
を
含
む

R
I
A
は
、
こ
の

要
件
を
充
す
で
あ
ろ
う
。
」

Ea
白片岡・

(乃

)
E
-
s
u・

(ω)
こ
の
た
め
こ
れ
ら
の
問
題
の
取
扱
い
は
、
行
政
機
関
ご
と
に
異
な
る
。
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た
と
え
ば
、
人
命
に
対
し
て
如
何
な
る
貨
幣
価
値
を
割
り
当
て
る
か
は
重

要
な
問
題
だ
が
、
各
行
政
機
関
に
よ
っ
て
そ
の
額
は
大
き
く
異
な
る
。
ち

な
み
に
運
輸
省
の

R
I
A
で
は
、
人
命
に
コ
二
万
四
千
ド
ル
、
負
傷
に
て

五
一
四
ド
ル
割
り
当
て
て
い
る
。

Z
回、吋

ω〉
・
ヨ
ロ
白

-mm相官
同
一
回

gqHBH)由巳

〉
ロ
色
凶
証
明
・
閉
山
市
門
即
日
白
山
。
ロ

OE
〉
Z
O
B白片山
nMVH10Z22ロ
m
m
A巳
5
5
2
p

(
0
2
o
v
m
F
H喧∞同)・

(
別
)
ま
た
、
規
制
の
も
た
ら
す
結
果
の
説
明
と
し
て
、
規
制
が
市
場
の
欠

陥
を
ど
の
よ
う
に
改
善
し
う
る
か
、
あ
る
い
は
規
制
目
的
を
達
成
し
う
る

か
を
の
べ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
規
制
の
失
敗
は
現
実
に

可
能
な
こ
と
で
あ
る
ゆ
え
、
無
規
制
よ
り
も
規
制
の
方
が
改
善
さ
れ
た
状

態
を
も
た
ら
す
こ
と
が
十
分
明
白
」
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る

o
E
巳

N
.
 

{幻

)
O
M
B自
身
も
費
用
便
益
分
析
に
お
い
て
、
一
義
的
回
答
が
得
ら
れ

な
い
こ
と
を
認
め
る
。
当
時
の

O
I
R
A部
長
デ
・
ム

l
ス
は
、
情
報
不

足
の
た
め
、
社
会
規
制
が
妥
当
か
ど
う
か
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
が
明
解
な
回
答

を
与
え
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
難
し
い
と
の
べ
て
い
る
。
口
市
富
三
F

〉

符
Z
R垣
内
O
『
河
晶
己
主
。
ミ
河
広
oコ
F

同州市関口】白片山。
P

{
呂
町
n
y
¥

〉
-u
『己

-
H
g
e・
白
押
M

∞a
N
P

(
的

ω)

農
産
物
価
格
支
持
制
度
の
緩
和
を

O
M
B
は
強
く
主
張
し
、
農
務
省

と
対
立
し
た
が
、
農
産
物
価
格
支
持
制
度
を

O
M
Bが
審
査
す
る
こ
と
を

一
年
間
禁
止
す
る
立
法
を
議
会
が
行
い
、

O
M
B
は
後
退
を
余
議
な
く
さ

れ
た
。
ま
た
カ

l
タ
1
政
権
下
で
導
入
さ
れ
た
、
エ
ア
・
バ
ッ
グ
を
自
動

車
に
設
置
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
規
則
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で
撤
廃

さ
れ
た
が
、
こ
の
撤
廃
は
最
高
裁
で
違
法
だ
と
判
断
さ
れ
た
。
判
決
後
、

O
M
B
は
別
な
理
由
で
な
お
規
則
を
撤
廃
す
る
よ
う
主
張
し
て
、
エ
ア
・

バ
ッ
グ
を
設
置
す
べ
き
だ
と
す
る
運
輸
省
と
対
立
し
た
が
、
結
局
、
運
輸

省
の
立
場
が
政
府
内
で
優
越
し
た
。

O
M
B
と
対
立
す
る
場
合
、
行
政
機
関
は
、
し
ば
し
ば
交
渉
の
内
容
を

非
公
式
に
漏
ら
し
、
自
己
に
有
利
な
世
論
を
つ
く
り
上
げ
、
有
利
な
政
治

的
結
着
を
得
ょ
う
と
試
み
る
。
た
と
え
ば
、
。

Z
8
p
d司
y
q
R∞
任
問

削
庶
民
。
コ
吋
二
日
仏
・
巳
品
0
.
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七
、
規
制
緩
和
の
政
策
の
成
果

レ
ー
ガ
ン
政
権
の
下
で
、
こ
れ
ま
で
に
達
成
さ
れ
た
成
果
を
検
討
し

よ
う
。
検
討
の
対
象
は
、
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
と

O
M
B
を
中
心

と
す
る
活
動
に
よ
っ
て
達
成
し
た
も
の
に
限
ら
れ
る
の
で
、
独
立
行
政

委
員
会
に
お
け
る
規
制
緩
和
は
含
ま
な
い
。

こ
の
成
果
は
、
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
カ

l
タ
!
政
権
末

期
に
急
い
で
導
入
が
企
て
ら
れ
た
規
制
を
凍
結
し
再
検
討
し
た
活
動
、

第
二
は
、
規
制
の
導
入
を

O
M
B審
査
制
を
通
じ
て
抑
制
す
る
活
動
、

第
三
は
、
す
で
に
存
在
す
る
規
制
を
見
直
し
緩
和
す
る
活
動
、
以
上
三

つ
の
分
野
で
の
成
果
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
結
論
を
の
べ
れ
ば
、
第
一

と
第
二
の
分
野
に
お
い
て
は
成
果
が
あ
っ
た
が
、
第
三
の
既
存
規
制
の

緩
和
は
系
統
的
に
成
功
し
て
い
る
と
は
い
い
に
く
く
、
批
判
も
少
な
く

な
し
。



←) 
カ
l
タ
1
政
権
末
期
の
規
制
凍
結
措
置

政
権
誕
生
後
の
一
九
八
一
年
一
月
二
十
九
日
に
、
レ
ー
ガ
ン
政
権

は
、
ヵ
!
タ
|
政
権
末
期
に
制
定
が
企
て
ら
れ
発
効
を
ま
っ
て
い
た

規
則
を
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
六

0
日
間
凍
結
す
る
措
置
を
と
っ
た
。

こ
の
指
置
の
目
的
は
、
①
カ

1
タ
|
政
権
末
期
と
ら
れ
た
規
制
措
置

を
吟
味
す
る
こ
と
、
②
レ
ー
ガ
ン
が
任
命
し
た
人
々
が
、
行
政
機
関

で
、
規
制
緩
和
方
針
を
具
体
化
す
る
余
裕
を
与
え
る
こ
と
、
③
規
制

緩
和
特
別
対
策
本
部
が
、
規
制
緩
和
の
基
準
と
手
続
を
整
え
る
時
間

を
与
え
る
こ
と
(
こ
の
目
的
は
二
月
十
九
日
の
大
統
領
令
で
達
成
さ

れ
た
)
に
あ
っ
た
。

こ
の
措
置
は
、
規
制
緩
和
の
方
針
と
体
制
を
整
え
る
こ
と
ま
た
そ

れ
を
一
般
的
に
印
象
づ
け
る
こ
と
に
お
い
て
成
功
し
た
。
発
効
が
予

定
さ
れ
て
い
た
規
制
の
う
ち
一
七
二
が
、
こ
の
措
置
に
よ
り
凍
結
さ

れ
、
見
直
し
を
受
け
た
。
そ
し
て
見
直
し
の
結
果
、
一

O
Oの
規
則

は
そ
の
ま
ま
発
効
し
た
が
、
七
二
は
、
撤
回
あ
る
い
は
検
討
の
た
め

発
効
が
再
延
長
さ
れ
た
(
撤
回
三
五
、
再
延
期
三
一
世
)
。

凍
結
措
置
の
影
響
を
受
け
た
の
は
、
主
に
、
社
会
規
制
で
あ
る
。

凍
結
措
置
を
受
け
、
結
局
、
撤
回
さ
れ
た
主
要
な
規
制
は
、
教
育
省

の
二
国
語
教
育
規
則
(
英
語
以
外
を
第
一
語
と
す
る
生
徒
に
す
べ
て

の
義
務
教
育
学
校
で
英
語
以
外
の
教
育
を
提
供
す
る
こ
と
を
義
務
づ

レーガン政権と規制審査制度

け
た
)
、
運
輸
省
の
エ
ア
・
パ
ッ
ク
規
則
(
自
動
車
事
放
死
を
減
ら
す

た
め
エ
ア
・
パ
ッ
ク
の
設
置
を
メ
ー
カ
ー
に
義
務
づ
け
た
て
環
境
庁

の
ゴ
ミ
ト
ラ
ッ
ク
騒
音
規
制
規
則
、
労
働
省
の
工
場
の
化
学
物
質
に

警
告
を
附
す
守
」
と
を
義
務
づ
け
た
規
則
な
ど
で
あ
る
。

カ
l
タ
l
政
権
は
末
期
に
反
対
の
強
か
っ
た
こ
れ
ら
の
規
則
の
導

入
を
図
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ー
ガ
ン

政
権
は
、
社
会
規
制
を
緩
和
す
る
た
め
の
有
効
な
措
置
を
と
る
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
凍
結
措
置
に
よ
り
規
制
緩
和
方
針
を
ド
ラ
マ
チ

ッ
ク
に
示
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
の
規
制
緩
和
の
方
向
を
決
定
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
次
に
み
る
よ
う
に
、
新
規
制
の
抑
制
に
関
し
て

は
、
凍
結
措
置
後
も
、
成
功
を
収
め
続
け
て
い
る
。

口
新
規
制
の
抑
制
・
合
理
化

(
O
M
B
審
査
)

新
規
制
の
抑
制
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、

O
M
B
審
査
制
を

通
じ
て
行
わ
れ
た
。
審
査
ス
タ
ッ
フ
の
人
数
が
少
な
い
こ
を
も
あ
り
、

十
分
機
能
し
う
る
か
が
危
倶
さ
れ
て
い
た
が
、
・
新
規
制
の
抑
制
は
効

果
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

①
新
規
制
導
入
の
抑
制
規
制
の
導
入
が
抑
制
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
新
た
に
導
入
さ
れ
る
規
則
の
数
が
減
っ
た
こ

と
に
示
さ
れ
る
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で
制
定
さ
れ
た
規
則
数
は
、

カ
!
タ

l
政
権
下
よ
り
も
か
な
り
少
な
く
、
ま
た
、
減
少
傾
向
は

北法36(4・121)1359 
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一
時
的
に
と
ど
ま
ら
ず
継
続
し
て
い
る
。

カ
1
タ
1
政
権
の
最
後
の
四
一
カ
月
間
の
規
則
数
と
レ
ー
ガ
ン

政
権
の
最
初
の
四
一
カ
月
間
の
そ
れ
を
較
べ
る
と
、
カ

l
タ
1
政

権
下
で
は
四
三
、
二
四
七
で
あ
っ
た
の
に
対
し
レ
ー
ガ
ン
政
権
下

で
は
三
三
、
三
六
回
に
減
少
し
て
い
る
。
減
少
率
に
す
る
と
、
二

二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
少
で
あ
り
、
実
質
的
な
減
少
が
あ
っ
た

〈
前
}

こ
と
が
わ
か
る
。
規
則
数
の
滅
少
は
、
ま
た
、
一
年
目
だ
け
の
現

象
で
は
な
く
、
継
続
的
で
あ
る
。
政
権
一
年
目
と
較
べ
る
と
三
年

目
の
規
則
数
は
一
了
四
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
。
〔
表

1
参

照〕
規
則
数
の
減
少
を
埋
め
あ
わ
せ
る
た
め
、
一
つ
一
つ
の
規
則
が

長
く
か
っ
包
括
的
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
規
則
の
長
さ
の
合

計
も
減
少
し
て
い
る
。
規
則
が
公
示
さ
れ
る
官
報
の
頁
数
を
見
る

と
、
一
九
八

O
年
に
八
七
、

O
一
一
一
頁
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九

八
三
年
は
五
七
、
七

O
四
頁
で
、
三
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
し

て
い
(
列
。
し
た
が
っ
て
規
則
数
の
減
少
は
、
新
規
則
の
導
入
量
の

実
質
的
減
少
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

さ
ら
に
新
た
に
導
入
さ
れ
た
規
則
の
内
部
構
成
は
、
規
制
的
規

則
の
割
合
が
減
少
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。
規
則
の
内
部
構

成
に
関
す
る
包
括
的
数
字
は
得
ら
れ
な
い
が
、

O
M
B
が
実
施
し

1981-1983年の審査規則数

1981年 1982年 1983年
変化率 変化率 変化ヰE

81-82年 82-83年 81-83年

全土品目IJ 数
/η0 〆 % % 

2，803 2，633 2，482 - 6.1 - 5.7 -11.4 

重大規則数 62 80 61 十29.0 - 23.8 - 1.6 

[規則案 24 29 22 +20.8 - 24.1 - 8.3 

最終規則 38 51 39 十34.2 23.5 + 2.6 

手10重大規目IJ数 2，706 2.552 2，421 - 5.7 - 5.1 -10.5 

[規則楽 971 1，024 1，044 + 5.5 + 1.9 十 7.5

最終規則 1，735 1，528 1，377 一11.9 - 9.9 -20.6 

審査免除規則 35 1 O -97.1 -100.0 -11.4 
」一

表1

① OMB， The Third Annual Report on the Administration of President Regan's Order 

12291 on Federal Regulation (July l3， 1983)， at 17より作成。

② J;ilijlj数ii、OMB審先対象となる規則の数。したがって独立行政委.w会の規制は含まない。

規制案と松終規則のi品j}jを含む。

北法36(4・122)1360



レーガン政権と規制審査制度

た
サ
ン
プ
ル
抽
出
調
査
が
利
用
で
き
る
。
こ
の
調
査
で
は
官
報
か

ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
規
則
を
規
制
的
、
規
制
緩
和
的
、
中
立
的

規
則
の
三
種
に
分
類
し
て
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
と
カ

1
タ
i
政
権
の

規
則
の
内
部
構
成
を
比
較
し
て
い
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
規
制
的

規
則
に
関
し
て
、
最
終
規
則
の
割
合
は
一

0
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
増

加
、
規
則
案
で
は
二
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
下
で

減
少
し
て
い
る
。
規
則
案
の
公
一
不
か
ら
最
終
規
則
の
制
定
ま
で
相

当
長
期
の
時
聞
が
か
か
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
長
期
的
に
は
、

規
制
的
規
則
の
割
合
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
規
制

緩
和
的
規
則
の
割
合
は
、
最
終
規
則
で
は
三
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、

ま
た
規
則
案
を
併
わ
せ
る
と
ご
さ
了
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
レ
ー
ガ
ン

政
権
の
下
で
増
加
し
て
い
る
。
〔
表

2
参
照
〕

規
則
の
内
部
構
成
の
変
化
を
併
わ
せ
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
規

則
数
の
減
少
以
上
に
、
規
制
緩
和
の
方
向
に
規
則
制
定
活
動
が
変

化
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

②

O
M
B審
査
に
お
い
て
と
ら
れ
る
諸
措
置
審
査
規
則
に
対
し
、

O
M
B審
査
制
を
通
じ
て
と
ら
れ
た
措
置
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
審
査
の
結
果
と
ら
れ
る
措
置
は
、
無
修
正
通
過
、
小

幅
修
正
、
再
考
慮
の
た
め
差
戻
、
行
政
機
関
に
よ
る
撤
回
、
審
査

免
除
(
制
定
法
、
裁
判
所
の
命
令
な
ど
で
規
則
制
定
期
限
が
限
ら

れ
て
い
る
場
合
)
の
五
つ
に
分
か
れ
る
。
差
戻
あ
る
い
は
撤
回
と

な
っ
た
規
則
が
、

O
M
B
審
査
に
よ
り
制
定
を
実
質
的
に
阻
ま
れ

た
規
則
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
数
は
少
な
く
、
全
審
査
規
則
の
約

三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
に
と
ど
ま
る
。
大
部
分
は
無
修
正
で
約

八
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
小
幅
修
正
を
含
め
る
と
約
九
五
パ
ー
セ
ン
ト

に
の
ぼ
る
。
〔
表
3
参
照
〕

O
M
B
審
査
の
結
果
、
差
一
戻
あ
る
い
は
撤
回
措
置
が
と
ら
れ
た

規
則
は
、
重
大
な
規
則
に
限
ら
れ
な
い
。
す
べ
て
の
規
則
に
審
査

の
影
響
は
及
ん
で
い
る
。
一
九
八
三
年
O
M
B
に
よ
り
差
一
戻
さ
れ

た
規
則
総
数
は
三
二
で
あ
る
が
、
う
ち
三

O
が
重
大
で
な
い
規
則
、

二
が
重
大
な
規
則
で
あ
る
。
重
大
で
な
い
規
別
で
あ
る
か
ら
と
い

っ
て
、

O
M
B
審
査
を
フ
リ

l
・
パ
ス
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

〔表
4
参
照
〕

差
一
戻
あ
る
い
は
撤
回
を
受
け
た
規
則
の
割
合
が
少
な
い
こ
と
は
、

O
M
B
審
査
の
影
響
が
小
さ
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
い
。
規
則
審
査
の
効
果
は
、
ど
れ
だ
け
の
規
則
が
差

戻
、
撤
回
と
な
っ
た
か
だ
け
で
は
な
く
、
審
査
以
前
に
、
不
合
理

な
規
則
が
抑
制
あ
る
い
は
自
発
的
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
を
導
く
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
制
定
規
則
数
の
減
少
は
、

O
M
B審
査
の
存

在
が
、
規
則
の
導
入
を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
審

北法36(4・123)1361
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表2 1977-83年規則の内部構成(抽出調査)

1977 1978 1979 1980 
1977-80 

1981 1982 1983 
1981-83 割合変化率

規則の性格 合計i割合 合計:割合
(%) 

年 i (%) 年 : (%) 
77-80年か
ら81-83年

規制緩和的 16 18 19 14 67: 8.0 39 23 24 86: 10.7 +3381 

最終規則 10 12 11 7 40 4.8 26 14 14 54 6.7 +39.6 

規則案 6 6 8 7 27: 3.2 13 9 10 32: 4.0 +25.0 

規制的 120 135 146 117 518: 62.0 134 180 168 482: 59.7 -3.7 

最終規制 77 82 73 69 301: 36.0 88 132 102 322: 39.9 +10.8 

規制案 43 53 73 48 217: 26.0 46 48 66 160: 19.8 -23.8 

中立的 61 45 61 84 251: 30.0 93 69 77 239: 29.6 - 1.3 

総 5十 197 198 226 215 836: 100.0 266 272 269 807: 100.0 
L 一一」一一 」ー

① 本表l立、 OMB，The Third Annual Report on the Administration of President Regan's 

Executive Order 12291 on Federal Reglation， at 46からの転載。

表3 審査結果の踏措置(割合%)1981~83年

審査結果 1981年 1982年 1983年
変化率(%)

81 -83年

無 修 正 87‘3% 84.1% 82.3% -5.0 

申面 fl多 正 4.9. 10.3 12.7 + 7.8 

差戻(再考慮) 1.6 2.1 1.3 -0.3 

徹 回 1.8 1.2 1.6 -0.2 

審 査 免 除 4.5 2.3 2.0 -3.1 

。OMB，The Third Annual Report， at 35から転載。
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表4 1983年規則審査でとられた措置と内訳

(1) 1983年の審査結果の措置

審査措置 規 目リ 数 曾l ぷ口入 (%) 

無 ~妻 正 2， 0 4 4 8 2. 3 

中面 官基 正 315 1 2. 7 

差 戻 3 2 1. 3 

撤 回 3 9 1. 6 

審 査 免 除 5 1 2. 0 

規則合計 2， 4 8 2 1 0 O. 0 

(2) 差戻規則!の内訳(1983年)

規則の種類 規則案 最終規則 1} 計 割合(%)

重 大 規 目リ l 1 2 6.3 

非重大規目IJ 18 12 30 93.7 

規則合計 19 13 32 

(3) 規制の内訳(1983年)

規則案 最終規則 A口、 計 割合(%)

重 大 規 IIU 22 39 61 2.5 

非重大規制 1，044 1，377 2，421 97.5 

規則合計 1，066 1，416 2，482 100.0 

。OMB，The Third Annual Report， at 24-28から作成。
北法36(4・125)1363
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査
以
前
に
、
修
正
さ
れ
た
規
則
は
、
現
実
に
差
一
炭
、
撤
回
と
な
っ

た
規
則
よ
り
ず
っ
と
多
い
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
行
政
機
関

に
と
っ
て
、
規
則
案
を
作
成
し
た
段
階
で
、
こ
れ
が
差
一
戻
あ
る
い

は
撤
回
と
な
る
こ
と
は
、
再
び
規
則
作
成
を
初
め
か
ら
や
り
直
さ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
打
撃
が
大
き
い
。
こ
の
た
め
で
き
る
限
り
、

規
則
案
作
成
の
過
程
で

O
M
B
と
調
整
を
す
ま
せ
、
必
要
な
修
正

は
規
則
案
の
作
成
ま
で
に
終
了
す
る
よ
う
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は

R
I
A
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
規
則
に

お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
規
則
案
作
成
と

R

I
A
の
実
施
に
、
一
規
則
あ
た
り
平
均
二
一
万
二
千
ド
ル
の
費
用

が
か
か
る
と
い
刊
。
こ
の
こ
と
と
非
重
大
規
則
に
も
実
質
的
審
査

が
及
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
併
わ
せ
る
と
、

O
M
B審
査
は
規
制

抑
制
に
実
質
的
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。

O
M
B
審
査
は
、
独
立

③
審
査
規
則
の
類
型
(
省
庁
別
影
響
)

行
政
委
員
会
の
規
則
に
は
及
ば
ず
、
大
統
領
の
指
揮
命
令
下
に
あ

る
行
政
機
関
の
規
則
だ
け
が
対
象
と
な
る
。
そ
の
た
め
直
接
の
影

響
は
社
会
規
制
に
強
く
及
ぶ
。

審
査
規
則
の
省
庁
別
内
訳
を
み
る
と
、

O
M
B
審
査
の
影
響
は

各
省
庁
に
均
一
に
及
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
省

庁
の
規
則
が
審
査
規
則
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
八
三
年
に

O
M
B
が
審
査
し
た
規
則
は
二
、
四
八
二
で
あ
る

が
、
そ
の
内
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
農
務
省
(
五
五
二
、
厚
生

省
(
二
九
四
)
、
環
境
庁
(
二
六
八
)
、
内
務
省
(
二
四

O
)
、
運
輸

省
(
二
二
五
)
、
商
務
省
ご
二
二
、
住
宅
都
市
開
発
省
(
一
一

二

の

2
2巳
ω巾
ヨ
一
門
町
田
〉
己
ヨ
吉
町
守
山
氏
。
ロ
(
八
五
)
の
規
則
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
。

北法36(4・126)1364

O
M
B
の
厳
格
な
審
査
を
受
け
る
重
大
な
規
則
は
六
一
で
全
規

則
の
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
(
規
則
案
二
二
、
最
終
規
則

三
九
)
。
省
庁
別
内
訳
を
み
る
と
、
規
則
案
に
つ
い
て
は
、
農
務
省

(
六
)
、
住
宅
都
市
開
発
さ
一
)
、
運
輸
省
(
三
)
、
中
小
企
業
庁
(
三
)

の
順
で
あ
り
、
最
終
規
則
は
、
農
務
省
(
一
五
)
、
厚
生
省
(
五
)
、

内
務
省
(
五
)
と
な
っ
て
い
る
。

農
務
省
の
規
則
数
が
最
多
で
あ
る
の
は
、
農
務
省
が
数
多
く
の

農
産
物
価
格
支
持
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
抱
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

O
M
B
審
査
制
の
下
で
、
い
く
つ
か
の
省
庁
の
規
則
は
著
し
く

減
少
し
て
い
る
。
最
も
顕
著
に
減
少
し
た
の
は
環
境
庁
で
あ
る
。

環
境
庁
の
規
則
数
は
、
一
九
八
一
年
に
七
三
四
で
農
務
省
(
六
五

七
)
を
上
ま
っ
て
い
た
が
、
八
二
年
三
四

O
、
八
三
年
二
六
八
と

二
年
間
で
六
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
た
。
同
じ
く
労
働
省
は

四
一
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
は
三
五
・
八
パ

1
セ
ン



ト
、
教
育
省
は
三
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
規
則
数
を
減
ら
し
て
い

る
。
環
境
庁
、
労
働
省
の
規
則
数
の
減
少
は
、
社
会
規
制
の
緩
和

を
反
映
し
て
お
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
規
則
の
減
少
は
エ
ネ
ル
ギ
ー

規
制
、
教
育
省
規
則
の
減
少
は
連
邦
政
府
の
教
育
規
制
の
緩
和
を

反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。

レーガン政権と規制審査制度

審
査
規
則
と
影
響
の
省
庁
別
内
訳
は
、

O
M
B
審
査
が
主
に
社

会
的
規
制
に
影
響
を
与
え
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
現

実
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
規
制
を
別
に
し
て
、
社
会
規
制
の
緩
和
に
効

果
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

④
規
則
審
査
の
緩
和
に
お
け
る
総
合
調
整
機
能

O
M
B審
査
制

の
下
で
、
新
た
に
導
入
が
試
み
ら
れ
る
規
則
は
、
一
つ
一
つ
、
便

益
が
費
用
を
上
ま
わ
る
か
ど
う
か
を
審
査
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

規
則
ご
と
の
分
析
で
は
、
規
制
の
合
理
性
を
審
査
す
る
に
は
不
十

分
な
場
合
が
少
な
く
な
い
。
と
い
う
の
は
、
一
つ
一
つ
の
規
則
を

単
独
に
分
析
す
る
と
そ
れ
ぞ
れ
便
益
が
上
ま
わ
る
け
れ
ど
も
、
す

べ
て
の
規
則
が
あ
る
産
業
に
も
た
ら
す
費
用
の
合
計
が
産
業
の
負

担
能
力
を
越
え
る
た
め
に
、
複
数
の
規
則
全
体
と
し
て
は
費
用
が

上
ま
わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

規
制
を
合
理
化
す
る
た
め
に
は
、
究
極
的
に
は
、
複
数
の
規
則
の

累
積
的
効
果
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
複
数
の

規
則
を
総
合
的
に
調
整
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、

O
M
B
審
査
は
、
一
つ
一
つ
の

規
則
を
単
独
に
分
析
す
る
作
業
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
複
数
の
規

則
か
ら
な
る
規
制
体
系
を
総
合
的
に
分
析
す
る
作
業
は
行
い
得
て

L
な
し
大
統
領
令
は
、

8
6・
m
附
に
お
い
て
、

O
M
B
が
規
制
予
算

河
巾

m
z
g
Z弓
∞
E
mえ
を
開
発
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
。
規

制
予
算
と
は
、
政
府
の
財
政
に
関
す
る
予
算
に
な
ら
い
、
規
制
が

社
会
お
よ
び
産
業
ご
と
に
も
た
ら
す
年
間
の
費
用
に
つ
い
て
予
算

を
作
成
し
、
こ
れ
に
も
と
守
つ
い
て
、
各
省
庁
の
規
制
を
管
理
し
よ

う
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
が
完
成
す
れ
ば
、
個
別
規
制
の
総

合
評
価
と
管
理
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、

O
M
B

の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
ま
で
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。

複
数
の
規
則
の
相
互
調
整
の
た
め
に
、
現
在

O
M
B
が
行
っ
て

い
る
作
業
は
、
半
年
に
一
度
各
行
政
機
関
が
公
示
す
る
規
則
制
定

計
画
表
に
照
ら
し
、
あ
る
規
則
が
他
の
規
則
と
重
複
す
る
場
合
、

そ
の
相
互
調
整
を
は
か
る
こ
と
に
限
ら
札
問
。
し
か
し
こ
の
場
合

の
調
整
基
準
が
何
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
調
整
手
続
が
と
ら
れ
る

べ
き
か
は
、
あ
ま
り
明
確
で
は
な
(
時
。

こ
の
領
域
に
お
い
て
は

O
M
B
審
査
は
、
不
十
分
な
ま
ま
で
あ

北法36(4・127)1365



研究ノート

ヲ

Q

。

回
既
存
規
制
緩
和
、
法
律
改
正

規
制
緩
和
の
た
め
に
は
、
新
た
に
導
入
さ
れ
る
規
制
を
抑
制
す
る

だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
す
で
に
存
在
す
る
規
制
を
緩
和
す
る
こ

と
、
ま
た
必
要
な
場
合
に
は
、
規
制
緩
和
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
法

律
を
改
正
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
統
領
令
一
二
二
九

一
号
は
、
既
存
規
制
を
緩
和
す
る
た
め
の
権
限
を

O
M
B
お
よ
び
規

制
緩
和
特
別
対
策
本
部
に
与
え
た
。

ま
ず
既
存
規
制
の
緩
和
を
み
る
と
、
特
別
対
策
本
部
は
、
一
九
八

一
年
三
月
二
十
五
日
を
第
一
次
と
し
て
、
数
次
に
わ
た
り
緩
和
の
た

め
に
再
検
討
す
べ
き
規
則
を
指
定
1

回
。
こ
の
結
果
、
一
九
八
三
年

八
月
の
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
八
三
の
主
要

な
規
制
撤
廃
あ
る
い
は
緩
和
措
置
が
と
ら
れ
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
る

社
会
的
費
用
の
節
減
は
、
一
、
一

O
O億
ド
ル
に
の
ぼ
る
と
評
価
さ

れ
て
い
初
。

だ
が
既
存
規
制
に
対
す
る
緩
和
措
置
は
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な

い
と
い
う
見
方
が
強
い
。
と
い
う
の
は
、
既
存
規
制
の
緩
和
を
実
施

す
る
方
法
が
必
ず
し
も
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
緩
和
を
検
討
す
べ
き
規
則
の
指
定
は
、
何
ら
か
の
基
準
、

手
続
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、

産
業
界
、
事
業
者
団
体
、
そ
の
他
の
利
益
団
体
に
規
制
緩
和
特
別
対

策
本
部
が
要
求
提
出
を
求
め
、
こ
れ
に
も
と
づ
く
吟
味
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
き
問
。
ま
た
こ
の
た
め
、
時
事
的
な
見
直
し
の
傾
向
が
あ
り
、

た
と
え
ば
第
二
次
の
緩
和
検
討
規
則
リ
ス
ト
は
、
不
況
の
影
響
を
受

け
て
い
た
自
動
車
産
業
に
対
す
る
規
制
規
則
を
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
し

(
卯
)

た
も
の
で
あ
っ
た
。

過
剰
な
負
担
を
加
え
、
そ
の
た
め
利
害
関
係
者
の
不
満
を
強
い
規

則
を
ま
ず
検
討
し
緩
和
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
方
針
で
は
あ
り
う
る
。

し
か
し
そ
れ
に
と
ど
ま
り
、
既
存
規
制
緩
和
の
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
な

方
針
を

O
M
B
が
確
立
し
て
い
な
い
た
め
、
既
存
の
規
制
体
系
の
合

理
化
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
の
批
判
が
生
ず
る
。

規
制
緩
和
の
障
害
に
な
る
法
律
を
改
正
す
る
作
業
は
既
存
規
制
の

緩
和
措
置
に
較
べ
て
も
、
成
果
は
限
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
に
は
、
レ

ー
ガ
ン
政
権
が
、
規
制
緩
和
の
手
法
と
し
て
、
法
律
の
改
正
よ
り
も

規
則
レ
ベ
ル
の
規
制
緩
和
を
は
か
る
戦
略
を
選
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

法
律
の
改
正
に
は
、
議
会
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
そ
の

成
否
が
不
確
実
な
う
え
時
間
と
費
用
を
要
す
る
。
可
能
な
限
り
、
ま

ず
、
法
律
の
枠
内
で
の
規
制
緩
和
を
追
求
す
る
の
は
合
理
的
戦
略
と

(
閣
)

い
え
る
。
も
う
一
つ
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
重
視
し
て
い
た
社
会
規

制
緩
和
の
た
め
の
法
律
改
正
が
、
議
会
お
よ
び
消
費
者
、
環
境
団
体
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戸
前
刷
、

等
の
反
対
の
た
め
、
困
難
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
社
会
規
制
緩
和

の
た
め
の
法
律
改
正
計
画
は
ほ
ぼ
全
く
前
進
し
て
い
な
い
。

レ
ー
ガ
ン
政
権
の
主
な
法
律
改
正
作
業
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

規
制
緩
和
立
法
と
し
て
す
で
に
成
立
し
た
も
の
は
、
銀
行
規
制
を
緩

(

即

)

(

印

刷

)

和
し
た
ガ

l
ン
・
セ
V
A

ト
・
ジ
ャ

l
メ
イ
ン
法
、
パ
ス
規
制
緩
和
法
、

補
助
金
を
細
分
化
せ
ず
一
括
し
て
支
給
す
る
方
式
を
採
用
し
た
法
律

『
川
例
4
V

等
で
あ
到
。
ま
た
計
画
中
の
規
制
緩
和
立
法
は
、
天
然
ガ
ス
、
金
融

サ

1
ヴ
ィ
ス
等
を
緩
和
す
る
札
轡
で
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、

当
初
優
先
順
位
が
高
か
っ
た
社
会
規
制
緩
和
の
た
め
の
立
法
は
、

c
m
g

〉
町
〉
え
の
改
正
を
は
じ
め
と
し
て
、
成
立
の
メ
ド
が
な
く
、

の
優
先
順
位
も
後
退
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

政
府

レーガン政権と規制審査制度

(悦

)
P巾
回
一
色
町
ロ
ペ
凹
云
巾
ヨ
O
司田口乱ロ

g
c同
』
白
ロ
己
記
「
可
N
U
・

5
∞
Y

4》
O
凹寸

℃O
ロ
冊
目
き
円
。
間
同

Mg円凶戸ロ問問巾間三回同一
og---

(筋

)

O
玄
切
・
司
宮
市

p
m色
色
白
ロ
ペ
田
町
0

・
ロ
ミ
河
巾
空
目
白
骨
Oミ

-
v
c
m
G
Oロ巾白

B
m
口
同
一
〉
閉
山
巾
℃
。

3
8
S巾
可
『
問
的
』
島
町
ロ
円
一
色
、
吋
白
ロ
}
内
明
。
吋
n
m
o
ロ
H
N
m
w
m
町三国・

円。円一可河。

zm戸
]
C
ロ巾戸一
Y

H

由
∞
]
ケ
釦
片

ω
・

(
目
的
)
同
，

Z
J
ξ
z
z
z
o
c∞m-
∞
ロ
ヨ
ヨ
白
弓
明
白
円
円

ω
Z丘
一
、
H

，y
巾句司巾曲目
a

円同市ロペ印刷円。ロ
O
B
W
河巾
n
C
ぐ
巾
「
可
句
『
C
問吋白戸
i

四国白ロ
b
m
m
mロ
}
白
円
。
『
可
刃
包
広
町
、

]ロロ巾一六
Y

一戸市山∞]「白片品・

(
釘
)
。
呂
田
・
吋
町
内
吋
}
己
込
〉
ロ
ロ
ロ
釦
}
一
月
巾
U
C
2
0
口
同
町
巾
〉
岳
吋
ニ
口
一

agzoロ

。
同
司
吋
問
的
庄
内
コ
仲
間
巾
岡
田
口
ぱ
間
同
巾
門
口
立
ぐ
巾
。
「
色
町

HB-MM市町H
O

口
明
司
門
rw吋剛山]

同州巾間己目白
Z
O
ロ
ザ
』
ロ
-
可
一
Z
-

一戸山山∞
h
p

・
白
同
品
目
・

(ω
間
)
富
田
恒
仲
立
・

(
m
悶
)
の
巾
ロ
巾
門
出
】
〉
n
円C
C
D
C
口
問
。
同
『
門
司
・
】
SHU50〈命。

cz出口同
M
H
w

〉
島
市
'

D
ロ
即
時
巾
見
巾
muC
ロ円円巾
my

田
口
弘
わ
O
ロ印{間同巾コ件。〈巾
H
a

叩{岡町戸門

Z
E凶門
rwa
目『閉山巾岡
2
・

g
gミ
〉
口
同
】
〕
耳
目
凶
岡
田
、
同
，
o
Z巳
匂
わ
。
ロ
可
c-
。
。
日
昨
日
。
内
河
内
間
三
国
t
oロタ

(
Z
0
・
N

・
同
申
∞
N
)

白
同
回
申
噂
ロ
門
巾
弘
山
口
〉
色
ヨ
吉
田
田
仲
司
釦
己
〈
冊
わ
。
口
同
吊
円
巾
ロ
n
p

g
空
白
ロ
C
Z
8・
巳
H
G
由

R
I
A
の
実
施
に
は
多
額
の
費
用
が
か
か

る
が
、
こ
れ
に
よ
り
不
合
理
な
規
制
が
社
会
に
も
た
ら
す
費
用
を
そ
れ
以

上
に
節
約
で
き
る
と
い
う
前
提
が
と
ら
れ
、

R
I
A
は
実
施
さ
れ
て
い
る
。

(
卯
)
。
冨
∞
・

2
胃
白
ロ
。

g
∞
戸
田
門
吋
・

(
川
出

)
E
-

(幻

)

E・
白
件
同
∞
・

(
m
m
)

規
制
予
算
の
作
成
は
き
わ
め
て
野
心
的
な
計
画
で
あ
っ
た
か
ら
、

O

M
B
も
そ
の
実
現
に
は
長
期
の
研
究
、
分
析
、
他
省
庁
の
協
カ
が
必
要
だ

と
考
え
て
い
た
。

u
m
Z尚
三
三
芯
口
出

P
明
石
叫
田
口
。
Z
N
P
2
N
C
に
お

け
る
ミ
ラ

l
(当
時
の
O
I
R
A
部
長
)
発
言
。

(
似
)
大
統
領
令
一
一
一
一
一
九
一
号

5
2
は
、
費
用
便
益
分
析
に
あ
た
っ
て
各

行
政
機
関
が
「
将
来
計
画
さ
れ
て
い
る
他
の
規
制
行
為
」
を
考
慮
せ
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
、

5
5は
、
各
行
政
機
関
が
規
制
計
画
を
半
年
に
一
度
公

示
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

5
6川
何
回
は
、
重
複
す
る
規
則
を

O
M
B
が

調
整
で
き
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
タ
テ
マ
エ
と
し
て
は
、
規

制
の
相
互
調
整
は
可
能
で
あ
る
。

(
応
)
規
制
の
総
合
的
調
整
が
現
実
に
実
施
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
タ
テ
マ

北法36(4・129)1367
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エ
と
し
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
実
施
す
る
基
準
、

方
法
が
存
在
す
る
か
に
依
存
す
る
。
こ
れ
を
欠
く
場
合
、
個
々
の
規
制
を

総
合
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、
各
行
政
機
関
関
の
主
張
を
調
整

す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
そ
の
た
め

O
M
B
の
総
合
調
整
活
動
は
十
分
で

は
な
い
。

(
O
M
B
と
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ゥ
、
注
(

H

H

)

)

。

(
M
m
)

第
二
次
は
一
九
八
一
年
四
月
六
日
、
第
三
次
八
月
十
二
目
。
第
四
次

一
九
八
二
年
二
月
。

(
幻
)
可
思
出
庄
内
口
止
と
吋
白
田
宵
司
。
門
口
冊
。
ロ
河
内
間
三
国
昨
0
3『
刃
包
お
戸
句
史
U

同

ωEmR-
〉
口
開
口

a
F
S∞ωw
白
神
同
加
え
て
、
銀
行
利
子
率
上
限
規

制
の
緩
和
に
よ
り
さ
ら
に
四

O
O億
ド
ル
が
節
約
で
き
る
と
い
う
。
な
お

節
約
で
き
る
社
会
的
費
用
は
、
今
後
一

0
年
間
に
生
ず
る
も
の
で
計
算
さ

れ
て
い
る
。

(
m
m
)

閉山。凹

g
g
h昨
回
路
口
出
門
}
F
Z
H
N
息苦}田仲
D
ミ
何
色
昂
同
開
口
。
ロ
岡
町
ア

河
巾
尚
己
目
見
芯
P

(
冨
R
n
y
¥〉
胃

--L坦∞
N
)
・
白
円
Nω

・

(
川
田
)
司

g
m庄
司
三
河
町
間
白
ロ
.
印
刷
》

E
岡
g
B
向。『

H
F
巾
Ceω
・〉ロ件。
5
0
σ
F
S

-DE2ミ
・
〉
判
)
コ
}
m
-

広∞
Y

由同

ω'日・

(
山
間
)
ま
ず
、
法
律
の
枠
内
で
規
制
緩
和
を
は
か
る
と
い
う
戦
略
は
、
す
で

に
カ
1

タ
1

政
権
の
下
に
お
い
て
、
航
空
つ
い
で
ト
ラ
ッ
ク
産
業
の
規
制

緩
和
の
際
に
と
ら
れ
成
功
し
た
手
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
法
律
の
改
正
が
必

要
な
の
は
、
法
律
を
改
正
し
な
け
れ
ば
規
制
緩
和
を
そ
れ
以
上
進
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
将
来
の
政
権
下
で
規
制
が
導
入
さ
れ

る
可
能
性
を
断
っ
た
た
め
法
律
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
の
二
つ
で

あ
る
0
0四
『
巾
間
三
同
三
。
口
出

P
山
口
℃
「
田
口
o
g
N
品
目
唱
え

NC
・

な
お
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
下
で
規
制
緩
和
立
法
が
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ

な
か
っ
た
他
の
理
由
に
は
、
議
会
対
策
上
、
財
政
改
革
、
社
会
保
障
制
度

の
改
革
、
防
衛
な
ど
他
の
優
先
課
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

(m)
典
型
的
に
は
、
環
境
庁
が
す
す
め
よ
う
と
し
た
環
境
規
制
の
緩
和
は
、

そ
の
他
の
失
態
も
重
な
り
、
批
判
の
的
と
な
り
、
前
長
官
パ

l
フ
ォ
ド
は

辞
任
に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
当
初
一
年
内
に
改
正
を
計
画
し
た
ク
リ

ー
ン
・
エ
ア
法
の
改
正
は
全
く
メ
ド
が
立
た
な
い
状
態
と
な
っ
て
今
日
に

至
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
議
会
は
独
自
に
改
正
を
検
討
し
て
い
る
が
、
政

府
の
改
正
案
は
存
在
し
な
い
。

(
脱
)
の
釦

3
・ω
?
の
2
5曲目ロロ巾官。回伊丹
O
ミ

F
E
Z件
目
。
ロ
由
〉
n
H
O
同
区
∞
ω

(同
F
S
a
ω
N
O
)
・
藤
塚
明
「
米
国
に
お
け
る
政
府
規
制
緩
和
の
動
向
」
公

正
取
引
四

O
三
号
一
二
頁
に
紹
介
が
あ
る
。

(
削
)
∞
ロ
印
河
町
m
W
H
E
円
。
ミ
同
耐
え
O
「
ヨ
〉
2
0『
忌
∞
N

(
同y
「喧吋・
N
E
}
・

都
市
間
パ
ス
の
規
制
の
緩
和
を
行
い
、
ま
た
州
の
規
制
余
地
を
制
限
し

た
。
簡
単
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
参
入
規
制
サ

l
ヴ
イ
ス

を
提
供
す
る
の
に
「
適
切
で
意
欲
が
あ
り
資
格
を
備
え
」
て
い
れ
ば
参
入

が
許
さ
れ
る
。
但
し
「
公
益
」
に
反
す
る
場
合
に
は
不
許
可
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
立
証
責
任
は
反
対
者
が
負
い
、
こ
の
認
定
は
証
拠
に
も
と

づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
競
争
へ
の
影
響
を
理
由
に
参
入

制
限
を
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
②
都
市
問
パ
ス
が
、
そ
の
路
線
で

州
内
の
旅
客
輸
送
を
行
う
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
る
。
③
一
定
の
範

囲
で
認
可
な
し
に
自
由
に
料
金
変
更
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

(
山
間
)
。
ヨ
ロ
一
σcm
∞
ロ
己
岡
市
片
岡
州
巾
円
。
ロ
門
口
白
色
。
ロ
〉
円
円
。
同
同
坦
∞
】
{
司
「
由
叫
に

ω叩)・五
七
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
補
助
金
を
統
合
し
、
九
つ
の
プ
ロ
ッ
ク
補
助
金
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に
統
合
し
た
。

(
邸
)
一
九
八
三
年
議
会
で
は
、
主
要
な
規
制
緩
和
立
法
は
全
く
成
立
し
な

か
っ
た
。
八
四
年
議
会
も
大
き
な
成
果
は
な
か
っ
た
が
、
ケ
ー
ブ
ル
・
テ

レ
ビ
に
対
す
る
都
市
の
料
金
、
内
容
の
規
制
を
制
限
す
る
立
法
が
成
立
し

た
。
ま
た

C
A
B
を
最
終
的
に
廃
止
す
る
立
法
も
成
立
し
た
。
た
だ
、
廃

-
止
に
あ
た
っ
て
、
航
空
産
業
の
合
併
を
認
可
す
る

C
A
B
の
権
限
を
司
法

省
に
吸
収
す
る
と
い
う

O
M
B
の
主
張
は
退
け
ら
れ
、
運
輸
省
が
こ
れ
を

吸
収
し
た
。

天
然
ガ
ス
規
制
に
関
し
て
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
価
格
規
制
の
完
全
撤

廃
を
提
案
し
て
き
た
が
、
一
九
八
四
年
議
会
で
は
、
上
下
院
い
ず
れ
の
本

会
議
に
ま
で
も
到
達
し
な
か
っ
た
。
積
極
的
立
法
は
な
か
っ
た
が
、
一
九

七
八
年
天
然
ガ
ス
法
に
も
と
づ
き
、
八
五
年
一
月
一
日
よ
り
、
新
た
に
採

掘
さ
れ
た
井
戸
か
ら
採
取
さ
れ
た
ガ
ス
の
価
格
は
自
由
化
さ
れ
る
。
一
九

七
七
年
四
月
二
十
日
よ
り
前
に
発
見
さ
れ
た
井
戸
か
ら
採
れ
る
ガ
ス
に
は
、

な
お
価
格
規
制
が
残
さ
れ
る
の
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
は
、
こ
の
規
制

緩
和
を
追
求
す
る
旨
表
明
し
て
い
る
が
、
一
般
に
は
、
規
制
緩
和
法
が
一

九
八
五
年
に
成
立
す
る
見
込
み
は
乏
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

金
融
サ

i
ヴ
イ
ス
規
制
に
関
し
て
は
、
利
子
規
制
の
緩
和
に
加
え
、
金

融
機
関
相
互
の
垣
根
を
廃
止
す
る
方
針
を
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
採
っ
て
い
る
。

政
府
提
案
は
、
銀
行
が
証
券
保
険
、
不
動
産
業
務
を
行
う
こ
と
を
許
容
す

べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
議
会
は
慎
重
で
あ
る
。
一
九
八
四
年
議

会
は
、
銀
行
に
一
部
証
券
業
務
を
行
う
こ
と
を
許
す
法
案
を
上
院
で
可
決

す
る
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
八
四
年
に
全
米
八
位
の
コ
ン
テ
イ
ネ
ン
タ
ル
・

イ
リ
ノ
イ
銀
行
が
経
営
危
機
に
陥
っ
た
こ
と
が
手
伝
っ
て
、
民
主
党
多
数

の
下
院
は
規
制
緩
和
の
一
時
凍
結
に
傾
い
て
い
る
。

八
、
結
び

第
一
期
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
誕
生
し
た
直
後
に
存
在
し
た
規
制
緩
和

の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
は
、
四
年
前
と
較
べ
る
と
今
日
薄
れ
つ
つ
あ
る
よ

う
に
み
え
る
。
一
九
八
三
年
八
月
に
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
が
解
散

し
た
こ
と
は
、
規
制
緩
和
が
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
短
期
的
主
要
課
題
か

ら
は
ず
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
が
解
散
し
た
と
い
っ
て
も
、

O
M
B審
査

制
は
存
続
し
、
そ
の
後
も
活
動
を
続
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
規
制
緩

和
の
方
針
が
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
新
規
に
導
入
さ

れ
る
規
制
を
抑
制
す
る
活
動
は
今
後
も
変
わ
り
な
く
行
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
既
存
の
規
制
を
見
直
し
緩
和
す
る
活
動
が
こ
れ
ま
で
通
り

積
極
的
に
行
わ
れ
う
る
か
は
難
し
い
。
新
規
規
制
の
抑
制
と
異
な
り
、

既
に
存
在
す
る
規
制
の
緩
和
を
行
政
機
関
に
強
い
る
に
は
強
い
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ヴ
が
必
要
で
あ
る
。
規
制
緩
和
特
別
対
策
本
部
の
解
散
に
よ
る

政
治
的
パ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
を
失
っ
た
後
も
、
こ
の
分
野
で
こ
れ
ま
で
通

り
の
成
果
を

O
M
B審
査
制
が
あ
げ
う
る
と
い
う
保
障
は
な
い
。

O
M

B
審
査
制
は
、
今
後
、
よ
り
一
層
技
術
的
な
規
制
審
査
制
度
と
し
て
の

性
格
を
強
め
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
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O
M
B
審
査
制
度
の
本
格
的
な
評
価
は
難
し
い
が
、
有
益
な
成
果
を

も
た
ら
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
規
制
の
評
価
基
準
と
し
て
費
用

便
益
分
析
を
明
示
的
に
採
用
し
た
こ
と
、
ま
た
、

O
M
B
に
よ
る
規
制

の
中
央
審
査
制
を
導
入
し
た
こ
と
は
、
規
制
の
合
理
化
に
役
立
っ
た
。

O
M
B審
査
制
の
存
在
ゆ
え
、
各
行
政
機
関
が
、
規
制
が
実
際
に
も
た

ら
す
影
響
に
よ
り
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
影

響
を
分
析
し
て
よ
り
適
切
な
規
制
方
法
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
は
、
比
較
的
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。

O
M
B
の
審
査
活
動
も
、
そ

の
一
部
に
は
批
判
も
あ
る
が
、
限
ら
れ
た
組
織
で
膨
大
な
規
制
規
則
の

審
査
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
間
の
活
動
を
通

じ
て
、

O
M
B
は
規
制
全
体
に
つ
い
て
そ
の
審
査
の
た
め
の
知
識
を
蓄

積
し
た
。
こ
の
よ
う
な
知
識
が
蓄
積
さ
れ
て
い
け
ば
、
長
期
的
に
は
、

す
で
に
の
べ
た
「
規
制
予
算
」
を
作
成
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。

O
M
B
審
査
制
は
、
規
制
管
理
制
度
と
し
て
定
着
し
、
今

後
長
く
存
在
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

〔
追
記
・
・
ほ
ほ
同
じ
対
象
に
つ
い
て
、
宇
賀
克
也
。

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
規
制
改
革
(
上
・
下
ご
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
四
四

号
八
四
頁
、
八
四
五
号
八
九
頁
ご
九
八
五
年
)
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
そ
の
後
の
発
展
に
関
し
て
は
、
一
九
八
五
年
八
月
八
日
レ
ー
ガ

ン
大
統
領
が
「
規
制
見
直
し
年
次
報
告
」
を
公
表
し
た
こ
と
が
報
道
さ

れ
て
い
る
(
日
本
経
済
新
聞
昭
和
六

O
年
八
月
一

O
日
第
六
回
)
。
〕

北法36(4・132)1370



Hokkaido L. Rev. 

Reagan Administration and it's Regulatory Oversight System 

-一一一一一-Examination of OMB Regulatory Review-一一

Makoto KOJO本

Reagan Administration introduced a system designed to eliminate unne-

ccessary existing regulations and to deter introduction of new regulations: 

OMB regulatory review politically and institutionally backed by the President-

ial Task Force on Regulatory Relief. Under the system， government agencies 

are required to evalu.ate each rule by the criterion whether the rule brings more 

benefit than cost to the society and to submit the rule to OMB for review. 

The most interesting feature of the system is that it introduces cost-ben巴fit

analysis to evaluate utility of regulations. The author describes this system 

and evaluates achievements and weaknesses 

It's summary is the following: 

(1) The general framework of Reagan administration's regulatory oversight is 

described. OMB review and the Presidential Task Force are outlined 

(2) A brief history of previous administration's attempts to control regulations 

is described. It is pointed out that the requirement to apply cost‘benefit 

analysis to regulatoy rules and subject them to OMB review is new feature of 

Reagan's system. 

(3) Presidential Order 12，291， which is the legal basis of OMB review， is 

analysed in detail 

(4) The procedure of OMB review process is described， with reference to the 

method to resolve the disagreement between OMB and the departments. 

(5) The appatatus of OMB. dealing with regulatoly review is described. The 

organiztion of OIRA which is actually responsible for regulatoly review in 

OMB is explained in detail. 

(6) The way OMB applys cost-benefit analysis to regulations is studied. The 

standard method af applying cost-benefit analysis to regulation is explained， 

and then the assumptions OMB uses to evaluate the regulation are described， 

based on government documents 

(7) Lastly， the achievements of OMB review for the first 4 years are evaluated 

based on OMB annual reports. 
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